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第 34回総合資源エネルギー調査会 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

 

日時 令和３年７月６日（火）11：00～14：00 

場所 オンライン会議 

 

１．開会 

 

○清水課長 

 先生方、大変お待たせいたしました。事務局、清水でございます。回線のトラブルで開始

が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。まだ途上ではあるんですが、あと数分

で何とか配信できそうということでございますので、これ以上お待たせするわけにもいき

ませんので、会議のほうを開催させていただきたいと思います。 

 ただ今から総合資源エネルギー調査会の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネッ

トワーク小委員会の第 34回の会合ということで開催をさせていただきます。 

 本日の会合はオンラインでの開催とさせていただきまして、事務局のほうでトラブルが

ある中、恐縮でございますが、先生方のほうの回線等でもトラブル等ございましたら、事務

局にご連絡いただければと思います。 

 それから、私事で恐縮でございますが、７月１日付で私自身は自動車、それから再生可能

エネルギーの担当の参事官ということで異動になりまして、後任に能村という者が新エネ

ルギー課長に着任してございます。 

 それから、後ほどご説明いたしますが、風力政策室というものを新しく立ち上げまして、

石井という者が室長で着任してございます。 

 本日の事務局の運営は私のほうからさせていただきますが、引き続きどうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日は、委員の皆さま方におかれましては、大橋委員がご欠席ということになってござい

ます。 

 それでは、山地委員長に以後の議事進行をお願いいたします。先生、お願いいたします。 

○山地委員長 

 委員長の山地です。聞こえておりますか。 

○眞﨑 

 はい、大丈夫です。 

○山地委員長 

 しばらく間が開きましたけれども、大量小委の第 34回の会合を始めたいと思います。 

 まず、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。 

○清水課長 



 2 

 事務局でございます。配布資料一覧にございますとおり、議事次第、委員等名簿、それか

ら資料が４点ということで、事務局のヒアリング参考資料、それから本日各省からご説明い

ただきますヒアリング資料として、農林水産省様、国土交通省様、それから環境省様という

ことになってございます。それから、参考資料が２点ございます。以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、早速議事に入っていきたいと思います。 

 

２．議事 

 （１）今後の再生可能エネルギー政策に関するヒアリング 

 

○山地委員長 

 本日は、今、資料の説明にもありましたように、関係各省に対してヒアリングを行います。

まず、事務局から資料１の説明をいただいて、その後、農林水産省、国土交通省、環境省の

順番に説明をお願いしたいと思っております。 

 それでは、まず事務局から資料１の説明をお願いいたします。 

○清水課長 

 事務局、清水でございます。 

 資料１に先立ちまして、参考資料１、２というところ、簡単にご報告だけさせていただけ

ればと思います。 

 まず、参考資料の１というところでございますが、風力政策室の設置ということで、資源

エネルギー庁の新エネルギー課の中に、この７月１日付で風力政策室というものを設置い

たしました。左側のところにミッションがございますが、全ての電源、再エネの主力電源化

に向けて取り組んでいくわけでございますが、その中で風力については、こういう形で部屋

を設置して進めていくということでございますので、なかなか気付かれない方も多いので、

この機会に宣伝をさせていただければということの趣旨でございます。風力政策室の設置

が参考資料の１でございます。 

 それから、２点目に参考資料の２ということで、こちらも宣伝、広報をさせていただけれ

ばと思いますが、2021 年度の需給ひっ迫に備えた勉強会の実施ということでございます。

２枚目のところ、これまでの対応というところでございますが、最初のポツのところで、昨

冬の市場価格の高騰ということを踏まえて、２月 16日に本審議会におきましてもＦＩＴ制

度上の対応というのをご議論いただきまして、さまざまな制度上での措置をということの

ご議論、それから決定をいただいたところでございます。 

 ２つ目のポツのところでございますが、その後、電力・ガス基本政策小委員会におきまし

て、昨冬の需給ひっ迫、それから価格高騰の事象の概要や要因分析を行うということの中で、

６月に中間取りまとめとしてございます。 
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 この４月には広域機関のほうから需給見通しの結果というものを公表いたしまして、今

年度の夏・冬いずれも例年よりも厳しい見通しというような状況の中でございます。こうし

た中で、この６月の下旬に、小売電気事業者様、それから地域新電力の皆さま方に向けた勉

強会ということで開催させていただいております。 

 ３ページ目と４ページ目が、その概要というところでございますが、左下のところにリン

クがございますので、ぜひ当日資料というのも公開してございますので見ていただければ

と思いますが、今後のそういう意味ではさまざまなリスクに事前に対応するという観点か

ら、どのような取り組みが考えられるかというような観点から参考になる資料等を掲載さ

せていただいておりますので、ご確認いただければと思います。右側にアンケート結果とい

うことでございますが、非常にそういう意味では高い評価をいただいているところでござ

います。 

 ４ページのほうで、地域新電力さん向けの勉強会ということで、ほぼ内容は同じでござい

ますが、途中でも出てまいりますが、保険会社さんのほうからも自治体の新電力さんに向け

たサポートの保険ということで、価格が高等した場合に備えた保険制度のご紹介といった

ようなこともいただいているところでございますので、そういった点も含めて、ぜひそうい

う意味では事前の認識、それから備えということをしていただければと思ってございます。 

 以上、ご報告というか宣伝をさせていただきました。 

 戻りまして、資料１ということで、本日のヒアリングに向けた事務局の資料、位置付けの

ものでございます。 

 めくっていただきまして、３ページ目のところからでございますが、４月７日に本小委員

会におきまして基本的な考え方ということで整理いたしまして、2030 年の導入量の見通し

ということのご議論をいただいてございます。 

 ３ページ目のところでございますが、４月７日に提示した見通しにつきましては、考え方

といたしまして、これまでに導入されている量、それから既認定で未稼働の導入量、それか

ら３点目に今後新規認定されるものの導入量というものを合計して試算するというような

考え方に立ちまして、新規導入量につきましては、政策努力を継続することで、今のペース、

トレンドを維持・継続した場合のケースということで、現行政策の努力を継続したようなケ

ースというものに加えまして、政策対応を強化したケースということでお示しいたしまし

て、その場合に 2,903 億キロワットアワーというところのお示しをしているところでござ

いますが、同時に太陽光につきましては、定量的な目標について具体化されている部分が少

ないので、そこの部分について議論を深めていくということ。それから、他の電源について

も、ヒアリングの中でさまざまご提案いただいたことも踏まえた政策強化ということのさ

らなる導入の可能性といったことについて、引き続き深めていくという整理になっている

かと認識してございます。 

 「なお」というところでございますが、一応、新規認定量とここで申し上げてございます

が、４月７日の資料でも書かせていただいておりますが、当然今後、非ＦＩＴの案件という
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形成も見込まれていくわけでございますが、非ＦＩＴの案件につきましても適地とか系統

確保ということは同様に必要でございます。事業者さまがＦＩＴに頼るか頼らないかとい

うところでの切り分けがなかなか難しいところもございまして、新たに形成される案件、こ

のトレンドの分について、ＦＩＴ・非ＦＩＴにかかわらず、単語としては「新規認定分」と

いう単語で整理をしているというようなものでございます。 

 ４ページ目のところでございますが、４月７日のときに整理したものということで、一番

右下のところに、現行エネルギーミックスの場合の数字、2,366から 2,515というものがご

ざいまして、その１個左側のところに 2,903億キロワットアワー、プラスさらなる検討とい

うのが前回整理をしたところでございます。本日はそこからどのようにさらなる導入量が

見込まれるかということをヒアリングの中で深めていくという趣旨でございます。 

 ５ページ目以降で４月７日のときの資料の抜粋でございますが、太陽光については５ペ

ージにあるようなさまざまな制度について、また定量的な政府機関の見込みということに

ついて議論を深めていく必要があるということ。それから、６ページ目のところで風力、そ

れから７ページ目で地熱、８ページ目でバイオマスといったそれぞれのものについて、ヒア

リング等の中でさらなる余地というものについて課題として整理をさせていただいている

ところでございます。 

 ９ページ目以降で、４月７日におけるご指摘事項ということでございまして、本日は私か

らの説明は割愛させていただきますが、当日のご指摘として全体的なご指摘、それから太陽

光、それから 10ページ目に行きまして風力、水力、地熱、バイオマスと、さまざまなそれ

ぞれの電源ごとにご指摘を頂戴しているところでございます。 

 11 ページ目に入りまして、今度、コストの観点からのご議論、それから系統制約といっ

たような点についてもご議論いただきました。 

 12ページ目は参考でございますが、４月７日の大量小委以降に、４月 22日に総理のほう

から、2030 年の排出削減目標といったものについての提示をいただいているところの状況

の説明でございます。 

 13ページ目以降で本日の進め方というところでございますが、14ページ目でございます。

今申し上げたところでございますが、４月７日の本小委員会でさまざまなご指摘を頂戴い

たしました。それを踏まえて、関係省庁における取り組みについてのヒアリングというのが

本日でございます。本日は、環境省様、それから国土交通省様、それから農林水産省様に対

して、2030 年の再エネ導入の促進施策についてのご紹介、それから可能な限り定量的な再

エネ導入のご提示をいただくということでお願いしてございます。 

 ご説明いただいた上でご議論ということで、まず実現に向けた具体的な施策というもの

があるか、そのポテンシャルを超えた、それを実現するための施策があるかという点。それ

から、その施策の責任関係が明確であるかということで、フォローアップ、ＰＤＣＡが可能

かというような観点。 

 それから、２点目に、示されたボリューム、量というものの推計が妥当なのかどうか。そ
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れから、先ほど申し上げましたようなトレンドというものが努力継続ケースの中で既に入

っている中での効果の重複といったものがあるかないかというような量の観点のご議論。 

 それから、３点目に、定量化されていないものについては、なかなか定量化が難しいのか

どうか、何らかの形で数値化していくということが可能ではないかといったような観点も

含めたご議論というのが、これまでのご議論を整理いたしますと論点になるのかなと考え

てございます。 

 本日のご議論も踏まえまして、近々に開催される予定の基本政策分科会におきまして、こ

の結果についてもご報告するという流れで考えてございます。 

 15 ページ目のところでございますが、参考ということでございますが、容量と発電量と

いうところの変換というところの一定の過程を経た試算でございます。先ほど 2,903 億キ

ロアットアワーとしてございます。それはアワーの議論でございます。例えば太陽光でござ

いますと、地上設置のものが１ギガワット入りますと、一番右のところですが 12億キロア

ットアワーという発電量になるというのが、足元の発電効率なんかも踏まえると、これぐら

いになっているという機械的な試算結果でございます。個々の発電所によって当然変わっ

てございますが、太陽光で 12 億、それから風力なんかですと陸上風力で 19 億キロアット

アワーといったものが、１ギガのアワーというのを参考にご議論いただければと思います。 

 そこから先は参考資料ということでございますので、割愛させていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、先ほど申し上げたように、この後、農林水産省、国土交通省、環境省の順番で、

資料でいうと資料の２、３、４について説明をお願いいたします。 

 まずは農林水産省さん、お願いいたします。 

○農林水産省 

 農林水産省です。聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○農林水産省 

 よろしくお願いします。 

 今、資料が出てきますので、少々お待ちください。農水省環境バイオマス政策課長の秋葉

と申します。よろしくお願いいたします。再生可能エネルギーの促進に向けた取り組み状況

について、ご説明させていただきます。画面上の資料をご覧ください。 

 まずはスライドの１、次のページをお願いします。農水省、当然ながら、国内の農業生産

の基盤である優良農地の確保ということは極めて重要であるわけでございます。ですけれ

ども、荒廃農地につきまして、その対処が急務であり、再生利用、発生防止の取り組みをす

る一方、それでも農業的な利用が見込まれないものも相当存在するということでございま
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す。2050 年カーボンニュートラル社会の実現も重要な課題で当然ありますので、こうした

農業的な利用が見込まれない荒廃農地を活用することによって、再生可能エネルギーの導

入を促進していく方針でございます。 

 この関係におきましては、３月の末に再エネタスクフォースで、河野大臣の下、さまざま

な議論がなされました。そのときに農地に関しては、それぞれ取り組みを進めるためのパッ

ケージをいろいろ検討してございます。今日はその内容について説明していきたいという

ことでございます。要すれば農地転用規制等の見直しを行ったということでございます。 

 まず、スライド１については、再生可能エネルギー導入に向けた当省における対応をまと

めたものでございます。 

 次のページ、２ページをお願いします。スライド２でございますけれども、荒廃農地 28.4

万ヘクタールを活用した再生可能エネルギーの導入促進のための規制の見直しについて、

全体を俯瞰できるように図示したものでございます。規制見直しにつきましては、荒廃農地

を活用した再生可能エネルギー促進を念頭に措置しております。このフロー図のアからオ

の項目について説明しますけれども、ちょうどこの赤枠で囲ってあるところが、タスクフォ

ースで議論された項目として入れているようなものでございます。 

 それでは、スライド３をご覧ください。順番に参ります。 

 まず、アの営農型太陽光発電につきましては、課題の欄のとおり、荒廃農地を活用する場

合、単収の８割以上の確保が困難という課題がございました。そこで、対応方針の欄にあり

ますように、荒廃農地を再生利用する場合については、下の農地が適正かつ効率的に利用さ

れているかどうかということ、されているか否かということといたしました。要は８割の要

件は課さないということでございます。これは、荒廃農地の場合、営農条件が悪いことも多

くて、平均単収を上げることが難しい場合があるということを考慮した措置でございます。 

 その下、一時転用期間につきましては、一時転用期間が最長 10 年となっておりますが、

その期間が満了する際に、農地に支障が生じていない限り、現行の再許可による期間更新は

可能という仕組みを周知しているところでございます。 

 次に、下のイでございます。再生利用困難な荒廃農地の非農地判断につきましては、土地

の登記を変更する際は原則として所有者が登記の変更申請を行うということになりますけ

れども、なかなか所有者による地目変更登記はなされないため、非農地判断が進まないとい

う課題があります。そこで、農業委員会が再生利用困難な荒廃農地と判断した場合には、そ

の旨を所有者、市町村、法務局等の関係機関に対して通知して、通知を受けた市町村長が職

権で一括して法務局に地目変更の申し出を行うよう、４月１日付で通知を発出して指導徹

底しているところでございます。 

 次のウでございます。農用地区域内の非農地の活用については、非農地の農用地区域から

の除外を円滑化するようなガイドラインの明確化によって運用改善を図っているところで

ございます。 

 次に、エでございます。再生利用可能な荒廃農地の活用につきましては、課題の欄のとお



 7 

り、１から３の３つの要件を課していたのを、対応方針の欄のとおり、今後耕作の見込みが

ないことのみということにします。 

 なお、この見直しによりまして、再生可能エネルギーを整備するために、わざと農地を荒

らしたりするような行為、いわゆるモラルハザードを防止するとともに、恣意的な判断が行

われないよう判断基準を明確化することも検討が必要となっております。このため、安易に

耕作の見込みがないと判断されないようにという点につきましては、農地バンクの活用、農

業委員会のあっせんなどの政策努力にもかかわらず、耕作者を確保できない場合に限り適

用するということとして、この点をガイドライン等で明確化することも必要と考えており

まして、農山漁村再生可能エネルギー法の告示およびガイドラインの改正手続きを進めて

いるところでございます。これは再エネタスクフォースのときに７月までということで期

限を区切られておりますので、今月中に実施するという予定で進めております。 

 次に、オでございます。事前調整手続きにつきましては、農用地区域からの除外手続き、

転用許可手続きが円滑に行われるよう、複数手続きの同時並行処理の徹底について周知し

ております。 

 以上が施策の進捗（しんちょく）の紹介ということになります。以降、全体のわが省が行

っております農山漁村再生可能エネルギー法の概要等について若干ご説明いたします。ス

ライド５をご覧ください。 

 農山漁村再生可能エネルギー法につきましては、市町村が作成した基本計画に基づきま

して、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの導入を図るということ

です。この再生可能エネルギーの導入に当たっては、日照環境等の自然環境が適していると

いうこと、電力会社の送電網の接続が比較的容易であること、周囲の農業者や地域住民との

間の合意が得られること、これはすごく大事なんですが、これが調う必要があります。 

 この法律におきましては、地域の関係者の意見を基本計画に反映させるために、各客体か

ら成る協議会の制度を設けて地域の合意形成の場として活用いただいているところでござ

います。協議会では、再エネ発電設備の区域、それから種類、規模、再エネ導入と併せて実

施するいろいろな取り組み、そういったことについて協議を行うということにしておりま

す。 

 これまでに、この法律に基づく基本計画を作成した全ての市町村、74 市町村においてで

すが、協議会が設置されていて、再生可能エネルギーの導入を進めているところでございま

す。地域合意を得るために、いろんな人、首長さんを含めてリーダーシップを取ってもらう

必要があるんですが、相当の期間を要する事例もあります。ちなみに、資料にははっきり書

いていないんですけれども、現在、18 の市町村が今年、今検討しているというところでご

ざいます。追加でということでございます。 

 他方、なかなか地域合意を得ずに地域のトラブルになっているケースもあったりします

ので、こういったことは重要であると考えております。 

 それで宿題になっております数字の件でございますけれども、このような各種施策の措
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置を講じたものであっても、なかなか措置から時間も間もないこと、また措置中のものもあ

るため、現時点でその効果を申し上げるのは難しい状況でございます。また、どの程度の農

地で日照環境等の自然環境が適しているか、電力会社の送電網への接続が比較的容易であ

るということ、あるいは周辺の農業者や地域住民との間で合意が得られることということ

が調って再生可能エネルギーの導入が見込まれるかということを具体的に面積数値として

出すことについては、申し訳ございませんが困難と考えております。しかしながら、農水省

としては優良農地の確保や地域の活性化をする形で、農山漁村再生可能エネルギー法の活

用等によって再生可能エネルギーの導入を進めていきたいと考えております。 

 この後、今年６月、脱炭素ロードマップが小泉大臣主導で決定されました。また、今年、

改正温対法が成立して施行されているということになるんですけれども、農山漁村再生可

能エネルギー法、農山漁村のわれわれの省の立場としてどのように活性化していくかとい

う視点でつくっているというものなので、どうしてもそこの制限がやっぱりあるわけです。

しかしながら、今回、温対法の改正によって、いろんな事業もできました。あるいは、都道

府県、市町村の再エネの目標、計画を作っていくということが明確に位置付けられたという

ことになりますと、環境省さんと農水省との、小泉大臣、野上大臣で連携して現場でどのよ

うに仕事を進めていくかということを、地域の出先機関を含めて、みんなで一斉に動こうじ

ゃないかということを合意しております。そういった中で、一生懸命連携して、市町村の全

体の取り組みの中で農山漁村の再エネの取り組みを位置付けていくかということの議論が

加速化されると考えておりますので、引き続き後ろ向きにならず積極的に対応していきた

いと考えております。以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 では、引き続いて国土交通省さんからお願いします。 

○国土交通省（松家様） 

 国土交通省の総合政策局環境政策課長の松家と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 音声は聞こえておりますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○国土交通省（松家様） 

 それでは、国土交通省におけます再エネの導入・利用拡大に関する施策の概要についてご

説明をさせていただきます。 

 資料１ページ目を見ていただければと思いますけれども、政府の大きな目標となってご

ざいます 2050 年カーボンニュートラル、または 2030年度の新しい野心的な削減目標も設

定をされまして、グリーン社会の実現に向けまして国土交通省としてもしっかり貢献して

いくという観点から、今日午前中、先ほど 30分前ですけれども、赤羽大臣のほうから、グ

リーン社会の実現に向けた「国土交通グリーンチャレンジ」というものを取りまとめて発表
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させていただいたところでございます。国交省の社会資本の審議会、交通政策の審議会、合

同でのグリーン社会ワーキングという形で、有識者の先生方、幅広い先生方にご議論いただ

きながらまとめさせていただいて、これを実行に移していくということで考えてございま

す。 

 国土交通省のこうした分野での大きな６つのテーマでの重点プロジェクトというのを設

定させていただいてございますけれども、再エネの関係でございますが、赤枠で囲ってござ

います。まず左上、省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靭なくらしとまちづくり。

国交省の所管の住宅建築物、あるいはインフラ、都市整備、こうした分野の中で、真ん中に

囲ってございますけれども、インフラ等における地域再エネの導入・利用拡大というのを重

点施策として位置付けてございます。 

 また、右上でございますけれども、港湾・海事分野、海の分野でのカーボンニュートラル

等の推進という形で、洋上風力発電の導入促進も重点的に進めていくということにしてご

ざいます。 

 次をおめくりいただければと思います。２ページ目、３ページ目は、それぞれその２つの

プロジェクトの概要をまとめたものでございます。くらし・まちづくりの分野につきまして

は、右上赤枠で囲ってございますけれども、３つ丸が書いてございます。１つは公的賃貸住

宅、あるいは官庁施設、道路、空港、港湾、鉄道・軌道施設、公園、ダム、下水道等のイン

フラ空間等を積極的に活用して太陽光発電の導入拡大を図っていく。また、下水道バイオマ

ス、下水熱等の下水エネルギーの利用促進を図っていく。また、小水力発電等の地域再エネ

利用の円滑な推進を図っていくということで施策を整理してございます。 

 次のページ、３ページ目でございますけれども、先ほどの海の分野、左下でございます洋

上風力発電の導入促進という形で、具体的な民間事業者による事業化のプロセスの促進と

いうこと、またそれを支える基地港湾の整備・強化、また浮体式の洋上風力施設の研究開発、

実装を進めていくという観点での安全評価手法の確立といったことを施策に掲げてござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。そうしたものを具体的に文章化して施策、今後の方向性

をまとめてございます。 

 まず、インフラ等を活用した地域再エネの導入・利用の拡大でございますけれども、１つ

目、さまざまな先ほど申し上げたインフラ空間等を活用した太陽光発電につきまして、それ

ぞれインフラ施設等々の本来の機能を損なわないように、また周辺環境への負荷軽減にも

配慮しながら可能な限り導入拡大を図っていくという方針を新たに打ち立ててございます。

その他、立地適性に応じた風力発電、バイオス発電等の地域再エネの導入促進。 

 また、所有者不明土地を活用いたしました再エネの地産地消等に資する施設の整備を可

能とする仕組みの充実を図っていくということで、これにつきましては、再エネタスクフォ

ースの議論を踏まえまして、現行、所有者不明土地について利用目的が限られている中で、

1,000キロワット未満の太陽光発電等々も、そうした所有者不明土地を活用して事業化でき
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るということも視野に入れながら、またそれを投資回収するための利用期間、原則 10 年、

延長は可能になってございますけれども、そうした利用期間の延長ということも視野に入

れて、法律改正も視野に入れながら制度改正を進めていくという方針にしてございます。 

 また２つ目、下水汚泥バイオマスの利用促進ということで、これは下水汚泥だけではなく

て、地域で発生する生ごみ、食品廃棄物等々、さまざまなバイオマス資源を下水処理場に集

約いたしまして、地域の中でメタン発酵、あるいは乾燥・炭化処理等によるエネルギー化を

進める地域のエネルギー拠点化を下水処理施設において推進するという施策も整理してご

ざいます。また、併せて下水熱の利用推進を図るということも打ち立ててございます。 

 ３つ目でございます。さまざまインフラの中にある樹木、伐採木、防災・減災の観点から

伐採木等が発生するものがございます。こうしたものをバイオマス発電燃料等に利用する

取り組みを推進していく。そうしたもので発生するような木質材を資源として有効活用し

ていくということ。また、出水で発生したような流木、こうしたものも燃料として活用でき

るような取り組みを進めていくということで整理してございます。 

 ４つ目、小水力発電でございます。登録制による従属発電の導入であるとか、あるいは地

域レベル、地方整備局等で相談窓口を設置しながら地域のプロジェクト形成をサポートし

ていく、そうした取り組み。併せまして、今般改正されました温対法による地域脱炭素化促

進事業の認定、この中の手続きのワンストップ化の一つのメニューとして小水力発電も入

れさせていただいてございます。こうした新しい制度活用も含めまして、さらに推進を図っ

ていくということでございます。 

 また、最後の丸でございますけれども、さらに水力エネルギーの有効活用を図るという観

点から、治水ダムを含めた多目的ダムでの水力エネルギーを活用する。最新の気象予測情報

等も活用しながら、洪水対応に支障のない範囲で、できるだけ発電に活用しながら放流する

ということなど、ダムの運用改善の実施を検証しながら、実用可能なものから順次適用して

いくという方針にしてございます。 

 次のページ、５ページ目をお願いいたします。５ページ目でございます。洋上風力発電の

導入促進。これは経済産業省さんとも連携しながら、再エネ海域利用法に基づく促進区域の

指定、事業者選定のプロセス、極域で進めさせていただいてございます事業の早期見える化

ということを進めていく、さらには政府主導のプッシュ型形成スキームの確立に向けてさ

らに進めていくということ。また、国土交通省としては、こうした事業化が円滑に進められ

るように、大型の風車等の建設、維持管理の基地となる港湾の機能強化を図っていく、さら

に風車の大型化も見据えながら基地港湾の将来に求められる機能をしっかり強化していく

方向性をさらに深めていくということでございます。 

 また、洋上式風力発電、アジアでのさらなる海外展開ということを見据えながら、まずは

しっかり国内の中で安全評価手法等々を確立しながら、わが国の造船業の基盤を活用した

洋上風力発電の国内産業化の推進、さらには強靭な国内サプライチェーンの形成というこ

とも視野に入れて，技術開発、造船所のこうした分野での参入促進ということも含めて、国
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際展開も視野に入れながら進めていく。これについては、政府全体の導入目標、2030年1,000

万キロワット、あるいは 2040年、浮体式も含めて 3,000から 4,500万キロワットの目標に

向けまして、関係省庁、あるいは民間、官民、連携しながら進めていくということでござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。６ページ目、先ほど申し上げた太陽光を中心にしながら

インフラ空間を活用して取り組むそれぞれの分野の簡単な施策の方向性をまとめてござい

ます。 

 公的賃貸住宅、官庁施設につきましては、まずもって住宅建築物の省エネ対策の強化につ

いて、今現在、経済産業省、関係省庁、環境省、連携しながら有識者による検討会で、そう

した対策を全般的に検討を進めてございますが、そうした中で再エネ利用拡大に向けた取

り組みの一環といたしまして、公共でまずもって、こうした取り組みを進めていくという観

点から、ＵＲ、あるいは自治体の公営住宅といったような公的賃貸住宅において、新築につ

いては標準的に太陽光発電を導入する方向で検討を進めているところでございます。また、

既存住宅についても導入可能性をしっかりと検討を進めていくと。また、官庁施設（合同庁

舎）につきましても、同様に新築・既存施設の導入拡大を図っていくという方針にしてござ

います。 

 また、道路につきましても、道路管理に必要な電力をこうした太陽光発電等々で賄うため

に、道路空間を活用した太陽光発電等の再エネ導入を推進する方針としてございます。 

 また、空港につきましては、数値目標も含めて、今、有識者のほうで検討を進めさせてい

ただいてございます。空港のカーボンニュートラルの実現、特にそのメニューとして空港の

再エネ拠点化という施策を打ち出しまして、2030年までに 230万キロワット規模の太陽光

発電導入を目指して、実際のそれぞれ管理自治体は違いますけれども、全国の空港のニーズ

なんかも把握しながら、今後整理の方針を定めていくという取り組み方針にしてございま

す。 

 また、港湾につきましても、コンテナターミナル棟の管理棟、あるいは上屋・倉庫への太

陽光発電の導入ポテンシャルについて検討を進めてございます。 

 鉄道についても、民間鉄道事業者がありますけれども、全国の駅舎等での導入ポテンシャ

ル検討について進めているところでございます。 

 また、公園、国が管理している国営公園についても、既存施設の屋上等々への導入拡大を

推進するという方針とともに、自治体が管理する都市公園におきましても、防災公園等にお

いて災害時の電力確保という観点も含めて、実態調査を含めた導入促進の検討を進めるこ

ととしてございます。 

 また、ダムにつきましても、ダム管理の施設における自家用の発電、電力需要を賄うため

の水力発電未導入箇所に積極的に導入を図っていくという方針にしてございます。 

 下水道についても、自治体管理のところでございますけれども、下水処理場の上部空間を

活用した導入促進ということで整理してございます。 
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 また、次のページでございますけれども、７ページ目でございます。先ほど申し上げた下

水道エネルギーの利用・水力発電の推進ということ、そしてまた未利用水力エネルギーの活

用推進ということで、ダムの運用改善を柔軟に行っていくという方針を打ち立ててござい

ます。 

 また、小水力発電についても、先ほど申し上げた改正温対法に基づいた円滑な再エネの地

域での導入を推進してまいりたいと考えてございます。 

 最後のページが洋上風力発電ということで、港湾の取り組み、そして浮体式の取り組みと

いうことで、いずれ先ほど申し上げたような省庁をまたがった連携、産業界の連携を進めて

いきたいと。こうした中で国内産業の造船業の競争力強化といったようなこと、あるいは港

湾の機能の強化といったようなこともしっかりと進めていきたいと考えてございます。 

 太陽光発電も含めて、こうしたインフラ空間の有効活用を積極的に導入していくという

方針の下で、今後、個別個別の分野で必要に応じまして施設管理者、さまざまございますけ

れども、ニーズも踏まえながら導入可能性、ポテンシャル等々の調査・検討も進めていくと

いうことにしてございますけれども、具体的な導入、こうしたものの取り組みを進めるに当

たりましては、それぞれの立地、構造上の課題であるとか、あるいは維持管理やコストの課

題、送電方法、送電検討の有無等々、個別個別に検討するところも必要になってきてござい

ます。こうしたものを進めながら、全体として政府全体の再エネ最大限の導入に貢献してま

いりたいと考えてございます。以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして環境省さん、お願いします。 

○環境省（坂口様） 

 環境省地球環境局脱炭素室長の坂口でございます。聞こえておりますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○環境省（坂口様） 

 ありがとうございます。それでは、資料４に基づきまして環境省の取り組み方針について

ご説明申し上げます。 

 まず、次のページ、２ページをご覧ください。まず、これまで再エネ大量導入小委では、

関係省庁の政策強化・連携によるさらなる導入可能性ということで、本日、環境省として取

り組みます政策強化・連携による追加的な導入方針というのをお示ししたいと思っており

ます。 

 また、先般出されました、いわゆる骨太でございますけれども、エネルギー政策の原則で

ある３Ｅ＋Ｓの考え方を大前提にというのはありますけれども、再エネの主力電源化の徹

底、それから再エネに最優先の原則で取り組む、といったことを踏まえまして、政府全体で

さまざまなルールの見直しを含め取り組みが行われていくということでございます。この
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中で環境省としましては、公共の率先実行、それから自家消費型太陽光の導入促進、また地

域共生型・裨益型の再エネ導入促進、こういったことに取り組んでいく予定でございます。

今日お示しする取り組みについては、進捗点検をしっかり実施しつつ、さらなる政策強化・

連携を含めた対応を進めていきたいと思います。 

 ３ページ目をご覧ください。本日の目次ということで、太陽光が中心になりますけれども、

陸上風力、地熱、バイオマスについてもお示ししたいと思っています。 

 それでは、まず太陽光でございますが、１ページ飛んで５ページをご覧ください。これは、

先ほど資料１のご説明の中でエネ庁の清水課長の中からもご紹介いただいた資料でござい

ますが、４月７日のこの小委におきまして、こういったご指摘がありまして、こちらの赤線

を引っ張った部分、これについて特に環境省としての政策強化を検討しております。 

 ６ページ目をご覧ください。まず、太陽光発電でございますけれども、４月 20日、国・

地方脱炭素実現会議におきまして、環境大臣から、公共部門、それから民間企業、住宅での

自家消費、さらに地域共生型太陽光と、この切り口から取り組むという旨を発表いたしまし

た。このうち住宅につきましては、現在、国交省、経産省さんと当省が連携しまして検討を

進めているところでございまして、本日はその部分以外の以下３つについてご説明という

ことでございます。 

 次のページをご覧ください。まず、太陽光の１つ目の柱でございます公共部門の率先実行

ということですが、仕組みとしましては、政府実行計画、それから温対法におけます地方公

共団体実行計画（事務事業編）、こういったものを用いましてＰＤＣＡサイクルを着実に回

すということと、それから地域脱炭素ロードマップを踏まえた自治体支援といったことに

取り組んでいきたいと思っております。 

 次に、この実行計画、それから自治体の実行計画についても温対計画に即して策定するこ

ととなっておりまして、その公共の建物については、基本的に太陽光の設置に取り組んでい

くということを位置付ける予定でございます。 

 あと脱炭素ロードマップについて、一番下のポツに書かれておりますが、人材派遣とか研

修、情報、資金の観点から、国が積極的、継続的かつ包括的に自治体を支援するスキームを

構築しまして対応していくということになります。 

 具体的な数値は、８ページ、次のページをご覧いただきまして、公共部門における太陽光

の率先導入につきましては、2030 年度までに国および地方自治体が保有する設置可能な建

築物屋根等の約 50％に太陽光発電を導入するということを目指しておりまして、６ギガワ

ットの導入をわれわれとしては見込んでおります。具体的に設置可能なのはどういうもの

なのかといった点については、この資料の中に記載がございます。 

 次のページをご覧ください。９ページでございます。太陽光２つ目の柱としまして、民間

企業における自家消費型太陽光の推進ということでございます。今、大変広がりを見せてお

ります脱炭素経営の促進、それからＰＰＡ事業モデルの確立のための支援事業、こういった

ことを踏まえて、この自家消費型太陽光が自律的に進むように後押しをしていくと、そうい
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ったことになります。 

 例えば、特にＰＰＡモデル、初期投資が不要なモデルなども出ておりますので、多くの事

業者にとって経済性が見込まれるものでもございますので、こういったものを周知したり、

それからビジネスモデルの確立であったりとか事業環境の整備、こういった支援をしてい

こうというものでございます。 

 なお、こういったＦＩＴ制度対象外の小規模分散型電源の全体像については、一部、現状

把握が現時点ではできていないところもありまして、こちらは経産省さんのほうでも、そう

いった議論をしていただいていると聞いております。引き続きご議論いただきたいと思っ

ております。 

 それから、この部分についていての具体的措置については 10ページ、次のページをご覧

ください。民間企業における自家消費型太陽光導入促進で、2030 年度までに 10 ギガワッ

トの導入をわれわれとしては見込んでおります。これは業界団体、それから民間調査企業、

こういったところのデータを基に、このように推計をしております。 

 11ページ、12ページ、13ページは、ご参考ということで、最近の事例などをお示しして

おるものでございますので、飛ばしまして 14ページをご覧ください。太陽光の柱３つ目で

ございます。先ほどからも少しご紹介いただいておりますが、改正温対法に基づきまして、

地方公共団体による再エネ目標の設定、それから促進区域設定の取り組み、これをさらにゼ

ロカーボンシティ再エネ強化支援パッケージ等々によって支援しまして、自治体のＰＤＣ

Ａサイクルを着実に回すとともに、脱炭素ロードマップを踏まえた支援ということに取り

組んでいきたいと考えております。幾つか政策対応の強化策、ここに記載させていただいて

おります。 

 それから、関係省庁との連携というところも非常に大事でございまして、先ほど両省から

も言及いただきましたけれども、農水省さん、国交省さん等とも、実効的な改正温対法の円

滑な運用に向けた政策連携、連携体制の構築をしてまいりたいと思っております。 

 次のページ、15 ページをご覧ください。こちらは具体的な数量、目標でございますけれ

ども、こちらの改正温対法を着実に運用していきたいと、そして環境省を中心に積極的に後

押しするということで、2030年度までに、野心的ではございますが、約 1,000の市町村が

公有地、それから脱炭素促進区域等々におきまして導入に取り組んでいくことによって、地

域と共生する太陽光発電 4.1ギガ導入することを見込んでおります。具体的な積算について

は、この下をご覧いただければと思います。 

 16ページ、17ページ、18ページ、19ページは参考でございますけど、温対法の今回の

仕組み、それから所沢市等々の自治体における事例等についてお示ししております。 

 太陽光は以上でございまして、次に 20ページ以降の陸上風力発電に参りたいと思います。 

 21 ページです。こちらは４月７日の大量導入小委におきまして陸上風力のうち、アセス

に関する指摘がなされておるところでございます。期間短縮が求められていると理解して

おります。 
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 22 ページをご覧ください。これについて、私ども独自の集計ではございますけれども、

真ん中辺りをご覧いただければと思うんですが、このアセスの短縮につきましては、規制改

革実施計画のフォローアップ等々でもいろんな取り組みを既に進めておりまして、一定の

解決という評価をいただいているところでございます。私どもの独自の私見ということで

すと、ＦＩＴ認定から環境アセスメント手続き終了するまでのリードタイムが平均して約

２年ということでございます。これを織り込むことにより、さらなる導入が見込めるのでは

ないかと私ども考えているところでございます。引き続き、環境省としてこういった取り組

みを続けていくことによって、さらなる陸上風力の導入促進というのが続くように考えて

います。 

 23ページは、その参考、先ほどの平均的なデータをお示ししているものでございます。 

 それから、陸上風力、もう１点ございまして、24ページをご覧いただければと思います。

こちらも私ども既に風力等々につきましてはゾーニング事業ということを続けておるわけ

でございますが、改正温対法の効果的な運用と、これも相まった形で 0.6 ギガワットの導

入、できるだけ早くこういった手続きが進み、それから合意形成が進むようにということで、

このような取り組みを行っていきたいと思っております。 

 続きまして、26ページ以降、地熱発電でございます。28ページをご覧いただければと思

うんですけれども、こちらも再エネタスクフォース等々でさまざまなご指摘をいただいて

おります。自然公園を中心とした導入目標の設定ですとか、それから許可基準、審査基準の

明確化等々ご指摘をいただいておりまして、ここにありますとおり順次検討するもの、それ

から令和３年度上期に何らかの措置をするものと、前向きに取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 その次のページ、ページ番号で３ページとなっているんですが 29ページ、こちらが環境

省による地熱開発加速化プランということで、加速化のために自然公園法、それから温泉法

の運用見直し等々を行いまして、環境省自ら率先して行動するということを定めておりま

す。 

 改正温対法に基づく再エネ促進区域の指定、これも活用いたします。さらには、温泉事業

者等の合意形成というところも課題でございますので、科学的データの収集・調査をしまし

て、円滑な地域調整による開発案件の加速化を考えております。これにより、10 年以上の

地熱開発のためのリードタイムを２年程度短縮することができるのではないかと考えてお

るところです。 

 30ページ以降、最後、バイオマス発電、特に廃棄物分野ということでございます。31ペ

ージで、これは４月７日の小委でご指摘をいただいた中身でございます。バイオマス発電の

うち、廃棄物分野については進捗の遅れというものが指摘されております。 

 ただ、次のページをご覧いただきますと、32ページ、廃棄物発電につきましては、別途、

地球温暖化対策計画のフォローアップで進捗状況を把握しておるわけでございますが、一

般廃棄物、産業廃棄物、それぞれ 2030年度目標水準と同程度、または上回る目標評価を定
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めております。詳細なデータが細かく出ておりますけれども、実際に発電量も増加している

ということでございます。 

 さらに、これに加えて交付金の要件の見直しですとか、それからこれは産廃の有効活用と

いうことでございますけれども、マルチベネフィット促進事業といったものを利用するこ

とで、ＦＩＴ案件以外で 0.6から 0.7ギガワット相当を見込めるのではないかと考えており

ます。 

 以上、環境省のご説明でございます。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 どうもご説明、ありがとうございました。 

 それでは、今から質疑応答の時間に入りたいと思います。ヒアリング対応では、以前も行

っておりましたけれども、なるべく議論を双方向にするために、５名程度の皆さまからのご

質問をまとめて、それに対して関係機関からそれぞれご回答いただく。このサイクルを繰り

返していきたいと思います。 

 しかし、もうお昼の時間にかかっていますので、できるだけ効率的に議事を進めさせてい

ただきたいと思っております。恐縮でございますけれども、委員の皆さまのご質問、１人２

分以内ということでお願いしたいと思います。 

 それでは、いつもやっておりますけれども、ご発言ご希望の方はＳｋｙｐｅのチャットボ

ックスでお知らせいただければ、順次ご指名いたしますので、どうぞよろしくお願いします。

効率的に使いたいんで、あまり遠慮なさらずに、早めにチャットボックスに書いていただけ

ればと思います。 

 祓川さん、オブザーバーさんからまずありましたが、委員の方、いらっしゃいませんか。

まずは委員を優先したいと思います。 

 じゃあ委員の長山委員、それから次、松本委員と進めてまいりたいと思います。 

 長山委員、よろしくお願いします。 

○長山委員 

 長山です。聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 大丈夫です。 

○長山委員 

 まず農水省さんのほう、スライド１でエネルギー基本計画の見直しを待って再エネ導入

目標ということなんですが、５月 24日のタスクフォースの説明では、エネルギー基本計画

と並行して検討ということになっていましたが、それはその後どうなったんでしょうかと

いうことが１点目です。 

 農水省さんで２点目は、スライド５で、協議会が現在、自治体の主導で動いてくれている

のかどうかということがちょっと疑問がありまして、現在の 74の策定済みというのが、農

水省さんとしては多いと考えているのか、少ないと考えているのかということをお聞きで
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きればと思います。 

 農水省さんで３点目で、地方農業委員会に判断を最終的に任せるということなんですが、

この地方農業委員会に対しての農水省さんとして適切なコントロールないしモニタリング

をすることがあるのかどうかというようなことについてもお聞きできればと思います。 

01：25：13 

 あと、国土交通省さんには１点ございまして、現在、空港の 2.3ギガワットだけ目標が出

ているんですが、他の分野では数値目標が出ないのか。例えばダムでは、７月末までに発電

に利用されていないダムがどのぐらいあるのかということを検討するというようなことが

５月 24日のタスクフォースで話されたと聞いておりますが、それがその後どうなったのか

ということをお聞きしたいと思います。 

 環境省さんについていては、今の 1,000市町村の 4.1ギガワットの数字というのがあるん

ですが、これはあくまでも努力目標のほうであって、政令市、中核市を対象とした努力義務

のほうを入れますと 4.1ギガワット以上に増えるんじゃないかと思っておりまして、それは

どうなのかということがあります。 

 あと、この 4.1 ギガワットを計算する前提の計算式を見ますと、1.4 メガワットという、

所沢市の例を使っているんですが、ちょっと機械的過ぎるのではないかと。もう少し地域の

状況を判断されて計算すべきではないかと思いました。 

 あと、同じ環境省さんのスライド 15のところで 1.5年のリードタイムというのがあるん

ですが、これはもうちょっと早くできるんではないかと考えておりまして、そこら辺をどう

考えているのかということをお聞きできればと思います。以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして松本委員、お願いいたします。 

○松本委員 

 ありがとうございます。山地先生、聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○松本委員 

 ありがとうございます。今後の再エネ政策につきまして丁寧なご説明、ありがとうござい

ました。さまざまな施策を検討いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、３省様の説明をお聞きしまして、全体として既存政策との関係でこれまで積み上げ

てきた数値との重複が見られるように感じました。 

 また、環境省様からは地熱発電、そして農水省様と国交省様からも、今の時点では再エネ

政策の数値目標を出すのが難しいというご説明がありましたが、2030 年温室効果ガス排出

ガス削減 46％を実現する上では、バックキャスティングで努力継続、政策強化した場合の

数値目標をお出しいただけないかと思います。 
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 個別に、環境省様へ３点質問いたします。 

 1つ目の質問は、民間事業者にある自家消費について、実現に向けた施策の裏付けが契約

モデルの普及などで十分に進むのか分からない現状があるというご説明でした。環境省予

算の支援でも、そこまで進んでいないとの議論が大量導入小委員会でもありました。施策の

裏付けなしに、本当にコミットするのは可能なのでしょうか。 

 また、10 ページに掲載されている数値は、太陽光発電協会を参照されていますが、ＦＩ

Ｔ・非ＦＩＴ双方を含んだものにも見えます。これはどう考えればよろしいでしょうか。 

 ２点目の質問です。15ページですが、ポジティブゾーニングを自治体の 60％で進めると

記載がありますが、60％は少なくないでしょうか。もっと意欲的に地域と共生したゾーニン

グをやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 ３点目の質問です。31ページ、32ページに廃棄物発電についてご説明、ありがとうござ

いました。環境省として支援を長期にわたってコミットは可能なのでしょうか。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では次、荻本委員、お願いします。 

○荻本委員 

 荻本です。それでは、全体を聞かせていただいて、多くの提案が 2030年度までにどのく

らい可能なのかということをポテンシャルとして示されているということなんだなと理解

しました。われわれ、もう一歩踏み込んだことを議論したいということでは、もう少し詰め

られないのかというのが基本的な意見です。 

 他方、現時点で全てを定量的に言い切ることは難しいという面もあります。というのは、

たくさんの参加者がいると。こういう状況で、３省の提案に関して、次に述べます毎年のＰ

ＤＣＡを取り込んだ実施に耐えられる内容に精査していただくことはできないかというの

が私からのお願いの第１です。 

01：30：07 

 具体的には、３省いずれの内容も、導入は一定量可能だとして、長期に継続的に経済性を

維持した導入ができるのかというところがポイントだと思います。このために、日本全体と

してどのぐらい費用がかかるのかということを一定の積算で私は見込みを示すべきだと思

います。ただし、これで 100％約束するということではなくて、その次の段階として、実績

として、コストであるとか、技術的な諸元、一定のデータを指定して蓄積して、それに基づ

いてＰＤＣＡを回すということを仕組みとしてつくってはどうかと思います。 

 環境省さんの３分野ということについて、もうちょっと例を申し上げますと、この場合は

特にそうですけれども、多様かつ多数の対象を含んでいるということで、効率的・経済的な

実施には大きな工夫が要るんだと。それぞれの実行に自治体の場合によっては不慣れな担

当者の方、または設置業者さん、またはコンサルタントがいろんな思惑で張り付いてくると、
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スケジュールの遅延、それから品質の低下、実質的な効率の低下と、実施効率の低下という

ようなことが起こりかねないと。野放しにならないようにするためには、環境省さん自ら、

短期間で３分野の多様な設備投入に関して、設備の計画、設計、購入仕様書などの検討から

計画実施に必要な文書のひな型を作成して、それに基づく展開を行うということが必須じ

ゃないかと思います。 

 ＰＤＣＡという意味では、現在のワクチン接種の進捗と同様と。またはそれを改善する形

で、環境省さんの責任として、他省庁さんも同じですけれども、計画の進捗について状態を

モニタリングして公表すると。このＰＤＣＡによって効率的な進め方を担保することが必

要ではないかと思います。２省庁さんにも適用できると。このような考え方についてどのよ

うに考えられるかと。全部読めなくても、ＰＤＣＡをしながら導入していくという可能性に

ついてお考えをお伺いしたいと思います。以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 今、チャットボックスですと、委員の皆さんからのご発言の希望は特になくて、じゃあ５

人ということですので、まず風力発電協会祓川さん、その後、地熱協会の後藤さんからご発

言いただいて、そこでひとまとめにして関係各省からのご回答をいただきたいと思います。 

 祓川さん、お願いします。 

○祓川オブザーバー 

 経済産業省さんをはじめといたしまして、農林水産省さん、国土交通省さん……。 

○山地委員長 

 祓川さん、ちょっと声が小さいんで、もう少し大きくなりませんか。 

○祓川オブザーバー 

 本日はどうも再エネの導入促進について、いろんな考えをお示しいただきまして感謝申

し上げます。その中で、環境省さんの資料４の 22ページでございますけど、この趣旨は簡

単に申し上げると、期間は、環境アセスは半減化できて２年程度に収まっていると。そして、

当初想定しているリードタイムの中で環境アセス期間４年間が２年間に短縮できるので、

リードタイムを８年から６年に低減できると。従って、1.2ギガワットの追加容量を見込む

ことが可能だというアイデアだと思われ、大変結構なことだと思うんですが、実際の問題と

して、日本風力発電協会では直近の 39件の環境アセスの平均所要期間というものを計算で

求めています。そうしますと、方法書の届け出から経産大臣の意見をいただくまでに 176

日、それから実際の調査をして準備書を作成するのに 454 日、それから準備書の届け出か

ら経産大臣の勧告をいただくまで 224 日、評価書の作成から確定通知までに 629 日、評価

書の確定から最終的に終了するまで 51日、合わせて 1,534日かかっています。これは平均

値でございまして、これを 365 日で割りますと 4.2 年かかっているということであり、環

境省さんのほうでご理解いただいている２年間と大きな差があるということでございます。 

01：35：04 
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 ちなみに、配慮書から方法書の作成までが別途 77 日プラス 150 日かかっていますので、

トータル全体でいきますと 1,766日、年間に換算しますと 4.8年かかっているということで

ございます。 

 私は風力発電協会の者として長くやっているわけですけど、2012 年当時の細野環境大臣

のときに、2012 年の９月に環境アセス半減化についての連絡会議を設置いただくことから

始まって、今日に至ってもう９年程度かかっているわけでございます。しかし、半減化はわ

れわれの認識では実現できていないということでございますので、先般の小委員会ヒアリ

ングにおいて私のほうから半減化をぜひ検討いただきたいということをお願いしていると

ころでございます。 

 特に先ほど申し上げました評価書の作成から確定通知までに 629 日もかかっているとい

うのが実態でございます。これについては、経産省さんも、今、ここら辺がどうしてそうい

うような実態、時間がかかっているのかというようなことについて、当協会と協議を開始さ

せていただいていますので、環境省さんもご一緒になって、ここら辺の期間を短縮する。簡

単に言うと、調査期間は１年半でも２年でもよろしいのですが、県のご意見や環境省の意見、

経産省の意見をいただくのに大変時間がかかっていると。これを抜本的に短縮できないか

というお願いでございますので、何とぞご検討いただきたく、よろしくお願いします。どう

もありがとうございました。 

01：37：00 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 では、地熱協会の後藤さん、お願いいたします。 

○後藤オブザーバー 

 はい、ありがとうございます。地熱協会の後藤です。聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○後藤オブザーバー 

 私から４点コメントさせていただきます。 

 １点目は、経産省さんの資料１の 33ページ目の利用率について書かれているんですけれ

ども。これは、枠内にありますように、既存案件のものも考慮されているということで、経

年劣化等もある中で、地熱の場合、設備利用率として 53％ほどと記載されれておりますけ

れども５メガワット以上の、いわゆるキロワットアワーに貢献している大きな発電所とい

うのは、もう運転開始 25年以上たったものがほとんどでございますので、こういうものを

含んでいるということでご留意いただければと思っております。運転開始 15年たった時点

での規模の大きい、ある意味では５メガワット以上のものというのは、私の見たところ 70％

以上の利用率であるというところを申し上げたいと思っております。 

 あと２点目でございますけれども、環境省さんの資料の中で、先ほど松本先生からもお話
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がありましたように、この中で導入目標のところで、60 を超える地熱施設を倍増すること

を目指すと書かれているんですけれども、環境省さんのご念頭にあるのは小規模発電のこ

とかなと拝察しております。やはり目標としては、この再エネを増やすという意味では、や

はりキロワットもしくはキロワットアワーの目標を立てていただければと思っております。 

 ３点目でございますけれども、右側の 28ページ目の基本的な考え方というところで、こ

れまで自然公園の中の地熱開発取り扱いというのは原則認めないということでございまし

たけれども、優良事例について考慮いただいてこれからご検討いただくということでござ

いますので、ぜひこの点、環境保護という観点と再エネの促進という両面で、バランスよく

ご検討いただければと思っております。 

 あと４点目、最後でございますけれども、調査から運転開始のリードタイム８年を目指す

ということで大変ありがたく思っております。 

ただ、これは環境省さんに係る環境アセスとか、そういうものだけではなくて、われわれ地

熱協会としていろいろ要望をさせていただいています。今日は特にプレゼンはございませ

んでしたが、林野庁さんが関わる林野関係の手続きの短縮化というのが、非常にそういう意

味では期間の短縮化では大きなウエートを占めますので、ぜひ林野庁さんともタイアップ

して短縮化をご検討いただければと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 以上で一応５件まとまりましたので、ここで関係各省から、地熱協会さんからは事務局に

対するコメントもありましたけれども、関係各省さんからのご回答をいただきたい。先ほど

のご説明の順番で、まずは農林水産省からお願いいたします。 

○農林水産省（秋葉様） 

 農林水産省です。まず、長山委員のほうからご質問のありました、並行して検討というこ

とを言っていたじゃないかということでございますけれども。これは、林野庁さんの再エネ

タスクフォースの時にそういった発言をしていたということだと思うんですけれども。こ

れ、申し訳ございません。われわれの資料で目標を待って検討をするというような書き方に

なっていますが、これは実質的にどのようなことができるかということをいろいろ内部で

は検討を始めております。これは、さまざまな分野、例えばバイオマス基本計画の見直しも

今年度中には行わなきゃいけないというような、いろいろなことを今、並行して動かしてお

りますので、これはちょっと資料のほうで明確に「基本計画の策定を待って検討」というふ

うに書いてございますが、これは申し訳ございません、これは同時並行的に検討していると

いうことで認識でいていただければと思います。 

 ２点目ですけれども、協議会 74が少ないかどうかという点については、これはわれわれ

としてはこの協議会をつくっていくことを促進するという立場でおりますので、策定が必

要であろうという市町村は、これはまだまだ全然少ない。なので、これを促進していきたい
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ということがわれわれの考えでございます。 

 ３点目でございますけれども、農業委員会さんのモニタリングがしっかりしているのか

ということでありますけれども。ここは先ほど説明しました４月１日に通知を出している

ところでございますけれども、この中で明確に年１回の報告を求めるということですとか、

あるいはわれわれの出先機関ですけれども農政局の局長さんを通じて、非農地判断をちゃ

んと実施していないような場合にはその理由を聞き取って、ちゃんと助言をしなさいと。助

言を行っても行わないということであれば、これはわれわれの法律の事務として、非農地判

断を行う指示をすることもできますので、こういった形で強力にフォローしていきたいと

いうことを考えております。 

 最後に、コメントがございました林野関係でございますけれども。こちらにつきましては、

われわれでも手続きの迅速化に資するようにいろいろなマニュアルとかを作って、これは

６月に周知しております。今後ともその期間短縮に向けて進めていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、引き続いて国交省さん、お願いいたします。 

○国土交通省（松家様） 

 国土交通省でございます。長山委員、そして松本委員からご指摘をいただきまして、導入

の目標ということでございますけれども。先ほどご説明させていただいたとおり、現状、数

値目標としてお示しさせていただいているのは空港のみということでございますが。方針

としては、繰り返しになりますが、できる限り導入するという方針の下で個別、個別、いろ

いろ施設の管理者、それぞれ多岐にわたりますいろんなニーズも踏まえながら、立地構造上

の課題、維持管理、コストの課題、送電系統の有無、委員の先生からもいろいろご指摘あっ

たようなことも含めて検討しながら、こうした施策を全般に広げながら、経済産業省さんの

エネルギー政策とも連携しながら取り組みを積み上げていきたいと考えてございます。 

 長山委員のほうから特にダムの関係で再エネタスクフォースの関係でも議論がされてい

るということにつきまして、現状は国交省の直轄、そしてまた水資源機構のダム、合わせて

128カ所ございますけれども、管理者自ら自家用の水力発電を導入しているもの、あるいは

発電事業者により水力発電を導入しているものを除いた８つのダム、これについては積極

的にこうした水力発電の導入を進めていきたいと考えてございます。いろいろそれぞれの

ダムの状況、地形、環境によりまして、いろんな個別の課題整理もしていく必要があろうか

と思います。こうしたことも含めて、再エネタスクフォースの中で議論されているようなこ

とも整理をしながら進めていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。では、環境省さん、お願いします。 
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○環境省（坂口様） 

 環境省でございます。まず、長山委員からご指摘を幾つかいただきました点でございます。

1,000市町村 4.1ギガワット、これは努力目標だけであって、中核市、政令市についてはも

うちょっといけるんではないかと、そういったお話だったかと思いますが。私どもとしては、

この 1,000 市町村の中に中核市、政令市も含めた形で追及をしております。それから、1.4

メガ、所沢市の例を使っているのは機械的ではないかというご指摘もいただきましたが。確

かに市町村によって状況はさまざま異なりますので、全ての市が同じ規模でということは

さすがにわれわれも考えておりません。全体的にいろいろ平均してこのぐらいの取り組み

をしていただけるようにわれわれは支援していけないかといった考え方でこの数字を使っ

ているものでございます。 

 また、1.5年のリードタイムにつきましても、農山漁村再エネ法の事例なんかも参考にし

まして、こういった数字を使わせていただいております。まずはこれを目指していくのかと。

この後ＰＤＣＡの話もございますので、また別途ご説明したいと思いますが。こういうこと

をやっていく中で、より進むということを目指してそこは頑張っていければと思っており

ます。 

 それから、松本委員から既存施策との重複があるのではないかといったご指摘もいただ

きました。特にこの後に出てくる民間自家消費のところなんかも念頭のご発言なのかなと

いう気もしておりますけれども。やはりいわゆる統計の制約なんかもありまして、なかなか

完全に切り分けるのが難しいといった状況はご指摘のとおりかもしれないと思っておりま

す。引き続き、このＰＤＣＡの中でしっかり把握をしながらやっていくことかなと思ってお

ります。 

 地熱については、また別途、後ほどまとめてご回答することにしまして、民間自家消費に

ついて、施策の裏付けがなくてできるのかと、そういったご指摘もございました。確かに、

私ども、いわゆる制度的対応ということで、もちろん温対法に基づく民間事業者の排出量の

公表制度なんかも使いながらということも想定してはおりますけれども、やや取り組みが

弱いのではないかといったご指摘、そこはちょっと私どもも検討課題かなと思っておりま

す。 

 一方で、今日の資料で明示的にはご説明をしなかったんですけれども、環境省資料の９ペ

ージの下のほうに考慮すべき関連の政策動向ということで、２つ目のポツ、省エネ小委にお

きまして、自家消費型再エネを含む需要側での非化石エネルギーの導入拡大という、そこに

取り組む方向で議論がなされているとも書かせていただいております。こうした政策強化

におきまして、民間における自家消費型はさらなる導入が見込めるではないかということ

もわれわれは考えているところでございます。 

 また、廃棄物について、長期にわたって支援ができるのかといった指摘もございました。

もちろん、予算単年度主義ではございますので、そういった整理ではありますけれども、廃

棄物の分野の例えば施設整備の支援、高度化における支援というのはもう長年続いてきて
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いるものでもございますし、廃棄物行政の根幹でもあると思いますので、私どもとしてはこ

の先もしっかり支援を続けていきたいと思っています。 

 それから、アセスの数字について、実態と違うのではないかといったご指摘もいただきま

した。 

私どもが集計しておりますのは、平成 30年以降に取り組まれている、なおかつ前倒し調査

が実施されたものについて集計をしているということでございます。その旨、資料にも書か

せていただきました。 

 引き続き、われわれはできることをしっかり頑張っていきたいと思いますし、正確な実態

の把握にもさらに努めていきたいと思っております。 

○環境省（小笠原様） 

 補足として、地球温暖化対策課課長の小笠原でございます。松本委員のご指摘の民間の自

家消費型の太陽光でございますけれども、坂口からも少し申し上げましたけれども、資料の

９ページにも書いていますとおり、ＰＰＡモデルについては自律的な普及が進みつつある

ような状況でございます。モデルの確立のために環境省としても支援を行うことによって、

モデルを確立させていくということと、それから既にＴＣＦＤ等コーポレートガバナンス・

コードにも位置付けられて、脱炭素経営の取り組みがいろいろ進んでいるところで、この市

場の中で進みつつあるところでございますけれども、環境省としても９ページに書いてい

るようないろんなマニュアルであるとか、個社の支援とかをしながら、経済産業省さん、金

融庁さんとかと連携をしながら、脱炭素経営の流れをより強いものにしていくように取り

組んでいくこととしております。 

 それから、松本委員から自治体の 60％、もっとやれるんじゃないかというところのご指

摘をいただきました。まずは６割のところに取り組んでいただくところ、これもわれわれ環

境省自身の働き掛け、支援の努力も必要なものだと認識をしておりますので、この６割、取

り組んでいただけるようにしっかりと支援をしていきたいと考えております。 

 それから、荻本委員からコストについてのご指摘がございました。コストについては、基

本的にわれわれが書いている３つの取り組みについては、ＦＩＴ／FIPなり、それからＰＰ

Ａについては市場の中で回っていくものだと考えておるものです。ＰＰＡについては、モデ

ルの確立のための支援は必要な部分もあると思いますが、基本的には FIT／ＦＩPおよび市

場で回っていくと、コストについては考えております。 

 それから、特に公共部門の調達のところで、やり方がまだ分からないみたいな場合もある

かと思いますので、公共調達の場合の導入の仕方のマニュアル的なものを何か必要ではな

いかということをわれわれも考えておりまして、そういったことを検討していきたいと考

えています。 

 併せて、荻本委員の指摘も踏まえて、環境省としてもこういったものについてのフォロー

アップ、ＰＤＣＡをしっかりと回していきたいと考えております。 

○環境省（熊倉様） 
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 続いて、環境省の自然環境局から、松本委員と地熱協会の後藤さんからご意見のあった地

熱発電の発電量目標についてお答えをいたします。 

 発電目標量を設定するに当たっては、資源探査とか系統接続のいろいろな技術、ノウハウ、

情報といったものが必要と思うのですけれども、環境省はそれを持ち合わせていないため

に、現時点で発電量というものを申し上げることは困難でございます。ただ、先ほどご説明

した地熱加速化プランの中で、温泉関係を中心とした地域の合意形成の促進に努力したい

と思っておりまして、リードタイムの短縮による計画実現係数の向上であるとか、円滑な事

業実施による開発成功率の向上といったところに貢献ができると考えてございます。 

 いずれにいたしましても、エネ庁さんと相談しながら、当省としてできる貢献を検討して

まいりたいと思います。 

○山地委員長 

 はい。以上ですか。まだありますか。 

○環境省（坂口様） 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 はい。環境省さんのところが、ちょっと声が小さくて、聞こえますけれども、もうちょっ

と改善できれば改善してください。 

 事務局はどうですか。何かこの場で対応することはありますか。 

01：55：01 

○清水課長 

 いったん大丈夫だと思います。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 それじゃあ、また続けていきたいと思います。委員のほうから、江崎委員、安藤委員から

ご発言のご希望が、あと圓尾委員、小野委員もありますね。その順番で進めて、その後、時

間が５人までのところがあればオブザーバーにも回したいと思います。 

 まずは江崎委員、お願いいたします。 

○江崎委員 

 どうもありがとうございます。今回の議論は、基本的には再生可能エネルギー新規の導入

という観点なのですけれども。本当であれば多分ＤＸによる構造改革みたいな話もやんな

きゃいけないかなと個人的には思いますけれども。今日は新規の再生可能エネルギーの発

生源という話なんですが。それの上でも新規設置のほうに固執し過ぎているようなところ

も、追加というところから考えると個人的には見えていて、具体的には２つあります。 

 私はデータセンターに関係していますけれども、例えばデータセンターは典型的な再生

可能エネルギー源に移動可能になったインフラなんです。再生可能エネルギーの場所に本

来であれば例えば東京都の本当の都内になきゃいけなかったものが、クラウド化によって

技術の革新によって移動できるというようになった。同じようなことは、多分ヘッドクォー
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ターにしても同じことが言えたりするのが最近のアフターコロナで分かったことなので。

そうすると、そういう議論、つまり再生可能エネルギーを使うような人たちを移転させるた

めのハードウェアとソフトウェアを、これは税制面を含むと思いますが、そういうインフラ

を整備をして構造全体を変えるというようなお話は、やっぱりテーブルにはのっていない

のかなというのが質問です。 

 というのは、例えば、大規模商業モールの誘致みたいな話においては、それを誘致すると

きのいろんなハードウェアの整備というのを国交省さんはすごく政策的におやりになって

いるということもお聞きしているわけで、そういうことが再生可能エネルギーに関しても

議論されていないのかというポイント。 

 それから、もう一つは、既存の再生可能エネルギー、特に水力、それから太陽光に関して

言えば、多分経年劣化がかなり進んでいると。これは蓄電池も含めて経年劣化が進んでいる

中で、このインフラの再投資というか効率化を行うことによって、ポテンシャルの再生可能

エネルギーの発電量は劇的に多分増える。特に太陽光パネルはものすごくもう既に劣化が

進んでいるＦＩＴで入れた太陽光パネルが存在していると思うんですが。そういう議論と

いうのは行われているのでしょうか。特に、太陽光パネル、それから水力もほとんど古い発

電設備で、今のところ火力で調整していたんで、あまり水力の施設というのはアップデート

されていないんじゃないかと思うんですけれども、その辺りがあればお聞きしたいところ

でございます。 

 以上です。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございます。では、次、安藤委員、お願いいたします。 

○安藤委員 

 安藤です。聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○安藤委員 

 ありがとうございます。全て環境省さまへの質問とコメントでございます。３点あります。 

 まず１点目は、農水省と国土交通省からもご説明いただいたわけですが、各省庁独自にさ

まざまなプランを考えたとして、そこに重複があっては問題なのではないかということが

気になっております。各省庁の計画が二重カウントになっていないのか、全体の調整につい

てお伺いしたいと思います。 

 例えば、官庁や公共部門で積極的に太陽光を導入するというお話は、国交省の資料と環境

省の資料、どちらでも登場しましたが、この辺りは調整が行われているのかということを教

えてください。 

 ２点目は、資料の９ページ目です。自律的な普及が進むように後押しをする、これが基本

だとありますが。補助金のようなものがなくても普及するという意味なのか、自律的という
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言葉をどのようにお使いになっているのかを教えていただければと思います。 

 そして３点目は、21 ページ目の辺りのところで、風力についてアセスメントが短縮され

ることの効果が気になっております。それにより、例えば 2030年段階での数値が仮に増え

たとしても、長期的にトータルの導入量が増えなければあまり意味がないのではないか。前

倒しになっただけでは意味がないのではないかとも感じております。もちろん、2030 年の

目標達成は大事なわけですが、それはあくまで中間目標であると理解しています。 

 そして、アセスメントの時間短縮によって質が低下するという懸念はないのか。仮に質が

低下すると導入後のトラブルが増えて、その後の風力発電の導入に対して地元の反対運動

などが強くなってしまうかもしれない。 

そうすると、結果的に全体的な導入量が減ってしまう可能性もあるのではないかという懸

念を持っています。 

 また、前倒しで導入すると、技術進歩との関連ではマイナスになる効果も考えられます。

２年仮に前倒しになったとすると、２年分前の技術で造られた発電施設が長期的に使われ

ることになります。それによる発電効率の低下みたいな効果を考えなくてよいのか。つまり、

時間短縮のメリットだけではなくデメリットの存在も考慮した上で議論が必要なのではな

いかというのが気になったポイントですが、いかがお考えでしょうか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。では、続きまして、圓尾委員、お願いいたします。 

○圓尾委員 

 はい、圓尾です。聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○圓尾委員 

 まず、農水省さんの数値が出てこないというのに驚きました。説明をお聞きしていると、

その地域住民との合意形成ができるかどうか分からないなど、３つぐらい理由を挙げてい

らっしゃいましたけれども。これらのことが解決して数字がつくれるのだとすれば、もうほ

ぼ完成間近になっているとか、着手したとかにならないと、農水省さんの数字ができないの

だなと思います。ということは、2030 年に向けてわれわれは何を積み上げていかなきゃい

けないのか。そのためにはどこにポテンシャルがあるから、どういう政策をどういう強度で

投入しなきゃいけないのか、という議論ができません。本当に菅首相が打ち出された目標に

対して、農水省さんは本気でやる気があるのか、と私は疑問に感じました。真面目にこれを

やるのだったら、ちゃんと数字をつくってくださいと強く要求したいと思います。そうじゃ

ないと、幾つか具体的な政策も挙げていただきましたけれども、それがどれだけ大事なもの

かすらイメージできないと思います。 

 で、環境省さんに対して何点か質問がありますが、そういう意味ではまずいろいろ数値を
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出していただいたのには感謝したいと思います。で、だからこそお聞きしたいのですが。環

境省さんがここで出していらっしゃる数値は、単なる推計とか目標ではなく、取り組む主体

はもちろん自治体であったり各企業であるわけですが、環境省として責任を持ってこれを

実現するとわれわれは理解していいですね、と確認したいと思います。もし、責任を持てる

数字じゃないものがこの中にあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。 

 それから、太陽光のところで、公共の屋根置きでまずその 50％という数値が８ページに

出てきましたけれども、この 50％はどういう根拠があるのでしょうか。そこに書かれてい

るのは地方脱炭素実施会議においてこう書かれてあるからということですが、例えば自治

体で保有する設備の中に、老朽化が進んで、今更スペースはあるけれども太陽光を置けない

とか、そういったものを精査したら大体 50％という数字なのか。そうではなく非常にざっ

くりとした半分という意味合いの数値なのか。その根拠も教えていただきたいと思います。 

 で、先ほど、確か松本さんがご質問されていたのですが、地域共生型の 60％については、

これがどういう根拠なのかに答えていらっしゃらなかったと思いますので、もう一度改め

て質問をしたいと思います。この 60％についても教えていただきたいと思います。 

 それから、民間自家消費については、９ページのちょうど真ん中あたりですが、事業環境

の整備を着実に進めていくと、わざわざ赤線を引いて強調していらっしゃいます。ここは、

具体的には何を、いつ実施するということを我々は期待すればいいのかを教えていただけ

ればと思います。 

 それから、風力の 22ページの 1.2ギガは、環境省さんの説明と、祓川さんのお話を聞い

ていると、何が正しいのか分からなかったんですが。冒頭質問したことでもありますが、環

境省さんの出していらっしゃるこの 1.2ギガという数字は、われわれは期待していいのでし

ょうか。2030 年にはこれはプラスアルファとして乗っかってくると理解していいものなの

かを、改めて教えていただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。では、続きまして小野委員、お願いします。 

○小野委員 

 はい、ありがとうございます。まず、再エネ政策全般についてちょっと意見を言わせてい

ただきたいと思います。2030 年まで残された時間が９年間という現実の中で、今日お示し

された各政策も含めて、各政策共同においてどこまでの再エネ拡大が可能なのか。また、そ

のためにはどれだけの経済的負担が発生するのかをやっぱり国民や産業界に示し、政策評

価、選択を行うことが重要だと思います。 

 で、本来、導入ポテンシャルは必要なコストとの見合いで判断されるものであると思いま

す。それぞれの導入規模に対して負担総額がどの程度か、電気料金はどの程度上昇するのか

といった点についても、ポテンシャルと併せて示していただきたいと思います。 

 その上で、今日の３つのプレゼンについてコメントいたします。 
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 まず、農水省さんです。今回、28.4 万ヘクタールという荒廃農地面積は非常に大きな再

エネポテンシャルを有していると思われます。圓尾委員からもご指摘のように、本日数字は

示されないということでありましたけれども、引き続き定量的な検討を進めていただけれ

ばありがたいと思います。 

 次に、国交省さんです。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを幅広く記載いた

だいています。ありがとうございます。で、空港以外の施設についても、これは農水省さん

と同じですけれども、定量的な評価を進めていただければと思います。 

 環境さんですけれども、太陽光と風力についてコメントしたいと思います。 

 まず、太陽光についてですけれども、５ページ目等に地域共生ということが書いてありま

すが、平地の適地が減少して、林野などへの拡大を想定する中で、これまでの地域共生とい

う言葉が単にその景観といったことにとどまらず、地域住民の生命に関わるものであると

いうことは先般の熱海の災害報道を見て強く感じました。もちろん、この件が太陽光のせい

とは言いませんけれども、今後の山間部ですとか林野部などの開発に当たってはやっぱり

十分に留意すべきだと考えます。 

 次に、８スライド目の公共部門の率先実行について、自治体の取り組みを担保するために

環境省としてどういった政策で取り組まれるのかを教えていただければと思います。 

 ９ページ、民間企業における自家消費型の推進ですけれども、９ページに非ＦＩＴ案件の

促進の観点から、制度検討作業部会で検討されている非ＦＩＴ非化石証書市場への需要家

アクセスも重要というふうにありますが、もともと非化石価値取引市場は小売事業者の高

度化法に基づく義務履行にするために設置されたものと認識しています。需要家の要請と

小売事業者のこういったニーズをどう融合あるいはすみ分けるのか、これはむしろ経産省

のマターかと思いますけれども、検討いただければと思います。 

 それから、11 スライド目の下のほうに「初期投資０円で自家消費。多くの需要家にとっ

て、系統電力より経済的」という非常に魅力的なキャッチコピーがあるんですけれども。そ

のＰＰＡによる非ＦＩＴ型再エネ推進の重要性は非常に理解しているんですけれども、再

エネ電気が系統電力より経済的というのは、ちょっと過大広告ではないかなと思います。か

つて、本委員会で自己託送扱いでＦＩＴ賦課金回避による経済性担保という主張がありま

したけれども。これに対して、私を含めて多くの委員から負担の公平性などの観点から非常

に厳しい意見がございましたが、そのような類いのものでなければ、一体どのようなビジネ

スモデルなのか、その辺が分かれば教えていただきたいと思います。 

 続きましては、風力発電に関してですけれども。風力発電はこれからの再エネ拡大の柱に

なると期待しています。これまでの課題の一つであった環境アセスの期間についての短縮

は大いに歓迎するところであります。 

この件は、長期未稼働案件の猶予期間にも係る問題でありますので、ぜひ進めていただけれ

ばと思います。 

 環境省さんの全体を通じてなんですけれども。経産省さんの資料の４スライド目の表に
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ある努力継続ですとか、政策強化ケースで計上されている数値にこれは上乗せしていい数

字なのかどうかがちょっと理解できませんでした。仮に、これが単純に上乗せいいというこ

とで、かつ重複分がないとした場合なんですけれども、環境省さんのやつを単純に計算する

と約 20ギガワット程度、このほとんどが太陽光なんですが、この積み増しが可能と計算で

きると思います。で、これは、事務局の資料１の 15ページに記載されている１ギガワット

の年間発電量を参考に計算すると、年間 200 から 300 キロワットアワーの上積みに相当す

ると計算されます。しかし、46％という目標の達成にはこれではかなり不十分ではないかな

と思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございました。次は、高村委員でございまして、ここで５人にな

りますので、ここでいったん区切って、各関係各省からご対応いただきたいと思います。ご

発言のご希望はほかにもありますから、もちろんその後に続けていきたいと思います。では、

高村委員、お願いします。 

○高村委員 

 ありがとうございます。山地先生、聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○高村委員 

 ありがとうございます。３省、どうもありがとうございました。各省にそれぞれご質問な

いしはコメントをさせていただいて、最後に大きく２点のコメントをしたいと思います。 

 まず、農水省さんです。もう既にほかの委員からもございましたけれども、ぜひ具体的な

導入の目標を定めていただきたいというのは同じでございます。もちろん土地の利用がど

ういう形になるかというところの見通しの不透明さはあるかもしれないですが、しかし例

えば農山漁村再エネ法の区域で計画を作る市町村について目標をお立てになるということ

も可能だと思いますし、同時に荒廃農地で回復しない土地の有効活用をどうするか。あるい

は、逆に営農型太陽光ですとか、実践としても農水省さんはご存じのとおり、農地の回復を

発電事業を活用してやっていらっしゃる事例も出ていると思いますので、むしろその農業

政策としてしっかり目標を持っていただきたいという要望でございます。 

 ２点目は国交省さんですけれども、ありがとうございました。国土交通グリーンチャレン

ジはご一緒に参加をさせていただきましたので、その中で恐らく再生可能エネルギーの文

脈では今回お示しいただいたように、国交省さんがとりわけ所管されているインフラのあ

らゆる場面について再エネを最大限導入していくという方向性を示していただいていると

思います。空港は、特に具体的な目標、定量的な目標というのを示していただきました。ぜ

ひ、そういう意味では同様にこれもほかの委員からありましけれども、導入の目標をこれか

ら設定をしていただきたいんですが、特にやはりポテンシャルが大きな建築物のところで
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す。これは公共建築物、それから同時に民間もそうですけれども、導入ポテンシャルを出し

ていただくことはまず第一歩として可能かという点であります。松家さんというよりもほ

かの部局の話かもしれませんけれども。それをぜひ今後の検討を詰めていくところでお願

いをしたいと思います。それから、これは前回も繰り返しお願いをいたしましたけれども、

そもそも新築の建築物、住宅に関しては、平均ＺＥＨ・ＺＥＢということが今の長期戦略で

もグリーン成長戦略でも目指すところとして掲げているので、それをどう実現する施策な

のかというところをぜひ具体化をしていただきたいという、これも要望でございます。 

環境省さんにですけれども、重複を、この後のコメントで環境省さんについてもあるんです

が、質問として１点です。これは、エネ庁の事務局のほうにもお尋ねするところかもしれま

せんが、地熱についてです。これは地熱協会の後藤さんからもありました点に重なるところ

がございますけれども。やっぱり地熱、ベースロードを担うようなやはり優れた再エネ源だ

と思っていまして、これは非常に最大限導入すべき電源であると思います。環境省さんのス

ライドのところでリードタイムの２年程度の短縮等々、幾つかの方策を書かれているんで

すけれども、こうした方策による効果というのをどういうふうに見込んでいらっしゃるの

かという点です。何らかの再エネの導入促進があるのでこういう措置を予定されていると

思うのですけれども、それをどういうふうに想定をされている政策なのかという点につい

てお尋ねをいたします。 

 関連して、事務局、エネ庁さんにはというのは、同じようにやはり地熱に関して、これは

30年までではないかもしれませんけれども、30年を超えるさらなる導入の意味でもこの５

年 10年というのは作り込みが非常に重要だと思うんですけれども。それは、例えば洋上法

のような法整備も含めて、地熱の促進について事務局、エネ庁さんのところでお考えのとこ

ろがあればぜひ伺いたいということであります。 

 最後に全体を通したコメントとして、２点、分けると３点になりますが、ございます。 

 １つは、手堅い積み上げの見通しを今つけようとしていて、その定量化、そして誰が責任

を持つかと、そういう観点で今これまで議論をしてきたと思います。これは、私は非常に大

事だと思っていまして、実際に手堅いエネルギー政策、安定供給を確保するという意味での

エネルギー政策の観点から、その見通しを数値を持ってその責任を明確にするというのは

非常に大事だと思います。 

 他方で、今日、お話を聞いて非常に強く思いますのは、最終的にどこが責任を持つかとい

うのはもちろん明確にする必要があるんですけれども、他方である省庁１つで責任を持て

る拡大というのがなかなかないということも今日お話を聞いて思いました。これは省庁間

もそうですし、国と地域という意味でもそうです。例えば、農水さんと環境さんで、環境省

が地域でやろうとしても、農水省さんが農地の利用等々をどういうふうに促進されるかに

よってそこの施策の効果は違ってくると思いますし、もう既に国交省、経産省というのは洋

上風力はそういうパターンだと思いますが、建築物についてはご存じのとおり国交、経産、

環境の連携は始めていらっしゃると思います。環境、農水、国交が施策を取られるとしても、
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皆さんがこぞっておっしゃっていたのは、やはり系統の問題はどうなるのかという点は一

つのやはり重要な施策として位置付けていらっしゃると思っております。その意味で、責任

を持つところを明確にする、定量化を明確にするということと併せて、実際にやはり省庁横

断的にどうやって施策を効果的に上げるのかというのは、併せてやはりしっかりご検討い

ただきたいと思っております。これが１点目です。 

 それから、２つ目は、環境省さんの民間企業における自家消費型太陽光の再エネ導入のと

ころに関わるんですけれども。間違いなく 30年の目標が出てから、企業さんのプレスリリ

ースレベルでもう再エネ導入の動き、それを明確に期限を持って約束をするという形で経

営方針を示される企業が大変増えております。その意味で、恐らく追加的に積み上げをし得

るポテンシャルを持った政策であるというのは間違いがないと思います。 

 ただ、他方でこれがどれだけ企業が自家消費で入れるのか、それとも購入して入れるのか、

といったような点も含めると、なかなかここのところが把握ができていない、プラス見通し

がなかなかつきにくいというのが残念ながら現状だと思います。これは、ですので、どなた

かもおっしゃいましたが、この自家消費の再エネ、再エネの自家消費をどうやって把握する

かというのは、一方でこれは事務局のほうにやはり具体的に検討いただくところだと思い

ます。 

恐らく、これまでの自家消費というのは、場合によっては省エネという形で織り込まれてき

たのかもしれないなと、いわゆる買電量、買う量の減少という形かなと思ったりいたします

が。しかしながら、いずれにしても今後に向けてはこの把握が実態と施策の効果を評価する

には非常に重要だと思います。 

 他方で、今のこの自家消費型の企業の再エネ導入は間違いなく増えると思うんですけれ

ども、しかしこれを堅い根拠を持って同じように積み上げられるかというと、これは江崎先

生がおっしゃったデータセンターの件とも関わるかもしれませんけれども、やはり複合的

な温暖化対策や、あるいは環境整備の組み合わせが必要であったり、あるいは行動変容や社

会全体の構造変革が必要になってくるようなところで。恐らく、先ほどの定量化して手堅く

どこが責任を持つかと明確にするものと分けて議論を、私たち自身が意識的に議論をする

必要があると思います。 

 ただ、ここで挙げている堅い根拠を持って積み上げ、今の時点でできないということで、

ここの部分の施策、ポテンシャルをテーブルから落とすというのは、恐らくむしろ現実的で

ないと思っていまして。その意味で、両方をテーブルに上げるけれども、しっかり分けて議

論するということをお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、ここからご回答のほうですけれども、その前に風力発電協会の祓川さんから、

圓尾委員からのご質問に回答することをご希望ということですから、祓川さんの発言をま
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ず最初に聞いて、それから農水省から回していきたいと思います。 

 祓川さん、お願いします。 

○祓川オブザーバー 

 はい、祓川です。圓尾委員のほうからお話ありましたアセスの期間の問題です。環境省さ

んがお示ししたのは前倒し調査を実施したものは 2.2年ですよ、790日ですよと。一方、私

ども協会のほうで申し上げている前倒し調査を含めて全般的に全ての案件で見たものは、

トータルで 4.2年かかっていますよと。すなわち 1,534日が平均値でかかっていますよとい

うことなので、実態として私どもが申し上げている 4.2年が正しいと思っています。 

 で、前倒し調査はご存じのとおり方法書、どうやって調査をするかというものを確定する

までに事業者の判断によってリスクを背負い、方法書が確定前に調査を実施するものです。

従って、方法書が確定した段階で追加すべき調査があったり、調査のやり直しという問題が

あるので、その問題については後戻りのリスクが発生するということでございます。 

 従って、この委員会等で私が経産省さんや環境省さんにお願いしておるのは、こういうふ

うにやり直し等がなくなるような前倒し調査を制度化していただくことが、例えば陸上風

力ではそういう制度設計をしていただくと環境アセスの期間を短縮できると、こういうよ

うなことでございます。 

 片や、一方で洋上ですけれども、洋上の場合は、公募という形になりますので、いわゆる

競争入札ですから、これにつきましては国が先行して環境アセスを実施していて合格した

人にその追加の環境アセスを引き継ぐような形によって、トータルの環境アセス期間を短

くするという手法について、ぜひご検討いただきたいというのが日本風力発電協会からお

願いしているところでございます。 

 以上です。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。では、改めまして、農水省さんからお願いいたします。 

○農林水産省（秋葉様） 

 はい、農水省です。圓尾委員から厳しいご指摘をいただいたところでございます。荒廃農

地 28.4 万ヘクタールという数字を出しておりますけれども、要はこの中でどの程度数字化

をしていく、例えばこれは言葉が悪いですけれども、あまり根拠なく「えいや」ってやる方

法もあるでしょうし、それから趨勢を基にトレンドをつくっていく、それを政策効果で少し

伸ばしていく等々のやり方、これはわれわれの世界でもいろいろそういった数字を作って

いるんですけれども。この再エネ導入を促進するという点においては、これは中でも相当検

討したんですけれども、まずはどういう場所に荒廃農地があって、これはそれぞれそんなに

面積も大きくないわけです。 

02：24：52 

で、その近くに例えば山がある、木がある、道がある、ない、あるいは電線が引かれている、

ないということを含めて、ものすごく多様な状況になっているという中で、日照環境は適し
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ているかどうか、あるいは電力会社の送電網の接続がちゃんとできるかどうかということ

すら全く検討できないところがものすごくあるという状況にあります。この辺は、非常に数

字を作る上で極めて難しい点ではあるということを認識しています。そういったことが一

番大きいです。で、むしろ周辺の農業者や地域住民との間で合意が得られるということにつ

きましては、われわれの政策努力とか、足で稼げるところですので、いろいろ検討はできる

のですけれども、そういった背景があり、なかなか数値目標が作れないという状況がござい

ます。 

 しかしながら、このままでいいということでは当然ないので、今回、いろいろな動かしを

しています。地域の再エネに関するいろいろな意見も上がってくるという状況でもござい

ますので、これは数値目標ができるかどうかという点はちょっと宿題とさせていただいて、

引き続き検討させていただきたいと思います。 

 それから、高村先生のほうからございました、これは法律に基づく具体的な導入目標等に

ついてご質問がありましたけれども、これは実は法律の政策目標ということで令和５年で

お金のレベルなんですけれども 600 億円の実績額の目標という形で政策目標を設定してお

ります。これは、実は令和元年に目標を作り変えておりましてそれまでは実施地区、例えば

100 とか 200 とかという単位で実施地区の目標を作っていたんですが、これは農家に対し

てどれだけ利益があるかということで、そのほかの２割程度の消費電力は賄おうじゃない

かということで 600億という数字を令和５年という目標で設定をしております。 

 また、今後いろいろな議論を踏まえて、これは先ほども言いましたけれども、バイオマス

基本計画とか、そういったものも変えていく必要がありますので、そういった中で政策目標

については今後も検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、国土交通省さん、お願いします。 

○国土交通省（松家様） 

 国土交通省でございます。まず、江崎委員からお話しいただきました、例えば大規模な開

発・事業なんかでの再エネの導入・誘導みたいなことも考えられるのではないかというお話、

これまでも国交省、例えば都市部のビジネス街のところで、災害時のＢＣＰなんかも考慮し

ながら、コジェネ、省エネの観点なんかの取り組みも支援しているところですけれども、今

後、こうしたカーボンニュートラルの取り組みに向けまして、例えば民間と再開発の事業で

あるとか、あるいは老朽化、遊休化が進む不動産の再生事業。こうしたものに、環境関連の

事業を積極的に、民間資金も活用しながら進めていくということも、さらに広げていきたい。

そうしたところの中で、再エネ、太陽光の導入みたいなことも含めて、いわゆるグリーンフ

ァイナンスの活用・促進といったようなことも含めて。これは環境省さんの地域脱炭素の取

り組みとも重なっているところもあるかと思いますけれども、連携しながら進めていきた

いと考えてございます。 
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 また、小野委員、あるいは高村委員のほうから、それぞれ分野での導入目標ということで、

それぞれ個別にいろんな施設管理者のニーズ把握なんかも進めさせていただいているとこ

ろで、可能なところで取り組みを進めていきたいと考えてございます。高村先生から個別に、

住宅建築物の分野の、特に公共・民間を含めたところのポテンシャルというお話もいただき

ました。お話させていただいたとおり、これは先生もご指摘いただいたとおり、３省庁で連

携しながら、有識者も交えて、このＺＥＨ・ＺＥＢの普及・促進。あるいは、住宅全体の省

エネ基準の義務付けということも視野に入れながら、省エネ・再エネ全般にわたっての施策

強化、検討を進めているところでございます。太陽光発電の導入・促進の方策を含めまして、

さまざまなご意見がある中で、３省庁が連携しながら取り組みをさらに進めていきたいと

考えてございます。以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、環境省さん、お願いします。 

○環境省（坂口様） 

 環境省からお答え申し上げます。まず、安藤委員からのご指摘の中で、他省庁、例えば農

水省さんとか国交省さんとか、各省独自に積み上げるということに関して、二重カウントに

なっていないかと。公共部門等の調整が行われているのかといったご質問をいただいてお

ります。 

 国交省さんのインフラ部分とか、それから国とか自治体が所有する公共施設につきまし

ては、当省で調査して数量を算出しているということで、各省さんと連携して、しっかり準

備をしていくことが重要だと思っております。 

 私どもが本日挙げた数字の内数として、各省さんのものも含まれると認識しております

けれども、詳細な内訳の精緻化に関しては、今後われわれのほうでＰＤＣＡを回していく中

で、関係省庁と連携してさらに行っていきたいと考えております。 

 それから、アセスの前倒しだけで本当にトータルが増えるのかどうか。それから、短縮で

質が低下するという問題がないかどうか。それから、前倒しが技術進歩に関してマイナスに

なる可能性もある、そういったご指摘もいただきました。 

 私ども、地域共生かつ、2050 年カーボンニュートラルを目指すということが基本だと思

っております。累積排出量の観点も踏まえて、その時点で最良の技術を使っていくというこ

とが重要と認識しておりますし、それから、事業計画というのは、風力に関しては、参入さ

れる事業者さんがそれぞれ考えていらっしゃることかと思います。アセスに関して、できる

だけ、質を低下させるということではなくて、前倒しの調査とか、そういった需要が一般化

するという、われわれはガイドラインを出させていただいているわけですけれども。それに

よって、重複して必要な期間を避けると。時間の無駄を省くということを中心にやっており

まして、それによって質が低下することはないものと考えておりますけれども。一方で、当

然、地域との合意形成というものは大事でございますので、そこを両方しっかり対応してい

くということかと思います。いずれにせよ、このアセス期間の短縮ということを、継続的に
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この先も行っていくことによって、案件の形成、それから導入の促進ということを図ってい

きたいと思っております。 

 それから、圓尾委員から、単なる推計ではなくて、環境省として責任を持ってやる数字と

考えて良いのかといったご指摘をいただきました。これにつきましては、もちろん環境省だ

けで全てということではないにせよ、私どもとして、しっかりやっていきたいと思っている

数字ですし、それから今後われわれがＰＤＣＡを回しながら、しっかりこれが実現できるよ

うにやっていきたいと、そういった数字でございます。 

 それから、屋根置きの 50％の根拠ということでございますけれども、環境省資料８ペー

ジをご覧いただければと思うんですが、先ほどあまり詳細にご説明をする時間がなかった

ので省いてしまいましたけれども、ロードマップに書いているというだけではなくて、こち

らにまず、われわれ国・自治体の所有の建築物の屋根の面積などなどについて調査をいたし

まして、ポテンシャル最大量の中から、実際に設置可能な面積、それから屋根の形状、あと

現実的に既に使っているとか、そういったことなども踏まえて、その中から洗い出しを行っ

て、そうやって数値を減らし、なおかつ建物の経過年数ということも考慮し、老朽化施設に

基づきまして、これを一応 100％の量と考えております。その 100％からさらに、2040 年

に 100％導入と、率先事項ということを想定していますので、それからすると 2030年には

50％だろうと。従って、先ほど、さまざま除いた数字の 50％を積み、なおかつ既に太陽光

が乗っている部分もございますので、それも差し引いたと。それが６ギガワットに相当する。

そういった数字になっております。 

 それから、地域共生型の自治体 60％という根拠につきましても、こちらについては、資

料の 15ページをご覧いただきたいと思っているんですけれども。こちらの導入見通しの考

え方としています、１ポツの下、今現在、温対法に基づきます地方自治体実行計画の区域施

策編、いわゆる地域において、どのような対策をすることを見込んでいるかと、そういった

計画を各市町村で作ることになっておりますけれども。現在、この区域施策編を策定済み、

それから今後策定予定の市町村が、昨年の 10月時点で 687、つまり約 700弱の自治体にな

っております。 

 今後、環境省としても、計画策定支援事業というのを、100自治体程度に対して、この目

標設定等の支援を予定しておりまして、来年度以降も続けてこういった支援を続けていき

たいと思っております。 

 そうしたことを踏まえて、大体 1,000自治体ぐらいが、この区域施策編を策定すると。こ

ういったことを考慮して、約 1,000自治体、つまり全自治体の６割ぐらいということを考え

ているというものでございます。 

 それから、風力の 1.2ギガワットに関して、期待して良いのかどうかという点でございま

すけれども、これは私どもとして、こういった２年に短縮されるということが、これが担保

されるように、われわれとして引き続き努力をしていきたいと考えております。 

 前倒し調査に関しては、既に過去に手法の一般化ということにも取り組んでおりまして、
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実際にそういった事例も出てきておりますので、これから、できるだけ迅速に取り組みたい

という事業者さまに対して、この前倒し調査の実施というのが、よりさらに一般化されてい

くように取り組んでいきたいと思いますし、自治体とも連携しながら、アセスの位置付けと

いうことについて、引き続き取り組んでいきたいと思います。 

 それから、小野委員からのご指摘の中で、太陽光の地域共生、例えば山地等に置かれるこ

とについて、どう思われるかといったご指摘もいただいております。これについては、やは

りあくまでも今回の措置といいますのは、地域と共生する、地域と合意形成がしっかりでき

るというものを想定しておりますので、当然、今回の災害等々も踏まえ、山地において大規

模に置くということに関して、当然不安の声というのもあるだろうと、そういうことも認識

しております。そういったことも考えながら、地域としっかり共生できるものをやっていく

ということに尽きるのかなと思っております。 

 それから、努力継続ケースに、今回の例えば、太陽光 20ギガワットを上乗せして良いの

かどうか、重複は一切ないのかといったご指摘でございますけれども、われわれとしては追

加性のある対策と見ておりますけれども。例えば、統計等々で実態が分からないところなど

について、部分的にひょっとすると重複がないわけではないのかもしれません。ただ、そこ

はあってもそんなにものすごい量ではないと思っております。そこは精査していただけれ

ばと思っております。 

 それから、46％に至るまでに、このデータで十分なのかどうか、不足なのではないか

と、こういったご指摘がございましたけれども、これについては、今回環境省として、し

っかりとした施策に伴って、できる部分について、できると思っている部分についてお示

ししたということでございます。これで本当に足りるのかどうかという点はございますけ

れども、われわれとしてはこれだけ取り組んでいきたいと思いますし、まだ今日、実際に

お示しできていないという件もあります。今後、さらなる上積みができないとも思ってお

りません。以上でございます。 

 続きまして、別の者からも。 

○環境省（小笠原様） 

 若干補足させていただきます。江崎委員からの、データセンターのお話ですけれども、

今日は再エネの追加導入量ということで、再エネの追加導入について説明させていただき

ましたけれども、データセンターの立地につきましては、経済産業省さん中心に、各省と

連携しながら議論されているところと認識しております。環境省としても、例えば、再エ

ネを活用したデータセンターへの助成といったことを、今、取り組んでいるということで

ございます。 

 それから、 安藤委員から、官庁施設のところで重複があるというような。資料にも書

いておりますとおり、政府実行計画の中で、国交省さんともお話をしていきながら、官庁

施設への太陽光発電の設置について位置付けるということで、導入量としては環境省の資

料に定量的に入れているもので、内容的には国交省さんとお話をしているので、国交省の
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資料にも当然出てきているというものでございます。 

 あと、安藤委員の「自律的な」の意味は、補助がなくともという、御指摘のような認識

でございます。 

 それから、圓尾委員から、民間の自家消費のところですね。何をいつ実施するのかとい

うことですけれども、既にやっている施策といたしまして、ＰＰＡのビジネスモデルを確

立するための補助というのを、もう既に今年度、昨年度から今年度引き続き行っていると

ころでございます。 

 それから、脱炭素経営促進のためのさまざまなガイドブックの策定であるとか、個別の

企業の戦略策定・目標達成等の支援ということも行っているところでございます。そうい

った脱炭素経営の流れをより確かにするための施策ということもやっていきたいと考えて

おります。 

 それから、小野委員から、公共の率先実行の、自治体のためにどんな施策をするのかと

いうことですけれども、まず、温対計画において、国の取り組みに準じて取り組んでくだ

さいということは書く予定でございますけれども、合わせて、自治体が導入するために、

マニュアル的なものであるとか、あと、ちょっとここはまだ予算も含めて検討中のところ

なので、なかなかはっきりと申し上げにくい部分もあるんですけれども、例えば、自治体

において、太陽光の導入可能量の調査を行う場合の支援といったことの検討でありますと

か、あと、地域脱炭素ロードマップにも書いています、脱炭素先行地域に関する支援スキ

ームといったようなものも、ロードマップを踏まえて今、検討しておりますので、そうい

った支援を考えております。 

 それから、初期投資ゼロという言い方がどうかということですけれども、託送を含む場

合については、ご指摘のような課題があり得ると思いますが、少なくとも託送のない、例

えば、オンサイトのＰＰＡであれば、そういった負担なく、コスト的にも安い場合、これ

もケースバイケースでありますけれども、安い場合もあるものと認識をしております。 

 私のほうからは以上です。 

○環境省（熊倉様） 

 環境省自然環境局でございます。高村先生から、環境省としての地熱発電の取り組みの

効果についてご質問がございました。なかなか網羅的にお答えするのは難しいのですが、

１つはリードタイムの短縮であるとか、地域の合意形成を進めることによって、開発成功

率や計画実現率を向上させるという効果が期待できると考えてございます。 

 具体的には、環境省、地熱発電のために、国立公園・国定公園での規制緩和を、平成 24

年に実施いたしまして、その後、60件以上、開発案件が現在進んでいるのですが、残念な

がら３割ぐらい止まっているものがあります。その止まっている理由で一番多いのが、地

元の反対でございます。こういった問題を克服するために、温泉と自然環境を、環境省が

所管していますので、温泉事業者の地域の不安を払拭（ふっしょく）する。また、自然環

境の支障を解消すると。そのための科学的データの調査とか提供、地域の合意形成の促進
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といったものを進めて、案件をどんどん実現化させていくと。そういった貢献ができると

考えてございます。以上です。 

○山地委員長 

 環境省さん、以上でよろしいですか。 

○環境省（坂口様） 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。事務局は、このタイミングで何かご発言、ご希望あります

か。 

○清水課長 

 経済産業省のほうから、幾つか経済産業省にもご質問がありましたので、お答えさせて

いただきます。 

 まず、江崎委員からお話があったところで、経年劣化のお話がございまして。おっしゃ

るとおり、新規だけではなくて既存のものをどう有効利用していくのかって、大事なご指

摘だと思ってございます。本日の国土交通省さまのほうのプレゼンにもございましたし、

われわれが４月７日のときに出させていただきました、例えば水力なんかでいきますと、

既存の設備をより有効に活用することで、アワーを増やしていくというようなところを出

させていただいておりますが、こういった部分、既存の部分の取り組みというところは、

重要なご指摘だと認識しております。 

02：45：22 

 それから、小野委員から冒頭ございましたコストの話につきましては、これは先ほど申

し上げましたとおり、本日の議論等も踏まえまして、基本政策分科会で、エネルギー施策

全体でご議論いただく方向性で考えておりますが、そのときの全体のコスト面での検証と

いったことについても、全体の議論の中でしていく必要があるかと認識しております。 

 それから、同じく小野委員からのお話で、非化石証書とか、自己託送との関係も含め

て、このＦＩＴのものの経済性というようなご指摘がございました。お話がございました

とおり、自己託送の部分につきまして、本委員会、それから前回小委のほうでのご議論な

んかでも、直接、需要家と取引をすべくということで、自己託送の考え方について、少し

再整理をしていくというような形で、制度の検討をしてございまして。その中で、賦課金

の対象の在り方といったところについては、これは明確に課題だと認識しているところで

ございます。その部分の議論につきましては、しっかりと今後していく必要があるかなと

思ってございます。 

 一方で、今回のご指摘の環境省さんのご説明のところは、その部分があるかないかとい

うことも、もちろん大きなポイントになるかとは思いますが、恐らく売電、系統化が買わ

れる電気に比べて、例えばＦＩＴの価格なんかで見ると、それを下回るような価格になっ

てございますので、自家消費をすることによって、系統費用よりも安く購入できるよう
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な、安く電気を使えるようなケースが出てくるんじゃないかというご主旨かなと理解をし

てございます。 

 一方で、ＦＩＴの制度というのは 20年の買取ということで、ある種の投資回収年数で

いっても、10年を超える、14～15年ぐらいというぐらいの、多分感じだと思いますの

で、そういった時間軸での、ある種の回収ということを念頭に置いたものを、どのように

捉えていくのかというようなことが、一つの論点かなというふうに、われわれも環境省さ

んとともに悩んでいるところでございます。 

 それから、高村先生からございました、自家消費の部分の測定の在り方というところに

つきましては、これは事務局としても整理していかなきゃいけない論点の１つだと認識し

てございますので、引き続き議論を深めていく必要があるかなと思ってございます。 

 それから、地熱の点についてもご質問をいただきましたが、この部分につきましては、

地熱の担当セクションのほうから回答させていただきます。 

○経済産業省 

 すみません、高村委員のほうからご質問がありました、地熱のさらなる導入のための取

り組みについて、私、燃料政策企画室のほうからご返答させていただきたいと思います。 

 それで、まずエネ庁としましては、環境省による積極的な地熱開発に対する取り組み

に、呼応するような形で進めていきたいと考えておりまして。具体的には、地熱ポテンシ

ャルの高い、国立・国定公園内での調査や開発を加速するため、2021年度および 2022年

度で目標達成に必要となる事業調査の完了を目指しているところでございます。 

 それで、開発に、一応タイムが最短８年となれば、2030年までに開発を完了させる必要

があるということを念頭におきますと、2021年度、2022年度までに地表調査を完了させ

る必要があると考えておりまして。地方調査を完了させ、その後、掘削調査、また、民間

事業者による開発へと移行する必要があると考えております。 

 そのため、2021年度からこうした調査が実施できるように、当省の予算計画を見直して

いきたいと考えております。 

 こうした調査や開発を円滑に進めるためにも、環境省におかれては、地熱開発加速期間

に掲げられている、自然公園法などの規制の運用の見直しや、地域調整を早期に実行して

いっていただければと考えております。 

 また、発電施設は、現在約 60施設から倍増することを目指すというふうに、環境省の

ほうからご説明がありましたけれども、具体的な発電容量は、環境省のほうから提示され

ていない状況になっております。地熱開発加速化プランが、エネ庁の取り組みと整合した

積み上げとなっているか確認したいというふうに、われわれとしても考えておりまして。

そういった観点から、これまでも具体的な発電容量の上限見込みを示していただきたいと

お伝えしているところでございますので、ぜひ環境省におかれては、具体的な数字を示し

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。私のほうから以上になります。 

○山地委員長 
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 事務局は以上でよろしいですか。 

○清水課長 

 はい。大丈夫でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。これで第２ラウンドですけれども、発言ご希望の方が

まだおられますので、今から続けてまいります。まずは、五十嵐委員、お願いいたしま

す。 

○五十嵐委員 

 ありがとうございます。五十嵐でございます。音声は問題ないでしょうか。 

○山地委員長 

 大丈夫です。お願いします。 

○五十嵐委員 

 ありがとうございます。これまでの議論で、かなり網羅的に既に話がカバーされている

かとは思うんですけれども、私から２点、３点ほど申し上げたいと思います。 

 環境省さんのほうから、最後のお答えの中で、今回、出されているもろもろの施策であ

るとか、数値面、その辺りにつきましては、農水省さん、国交省さん、他省による内訳と

若干含むという、その前提とした上で、ＰＤＣＡをイニシアチブを持って回しながら、各

省庁横断的にしっかり実現をしていくといった方向性が示されたものと理解しておりま

す。 

 特に、太陽光の関連では、環境省さんがお示しの３つの柱、公共事業部門での率先した

実施であるとか、民間企業の自家消費型の促進。それから、地域共生型のソーラーの促進

といった３本柱について、それぞれ６、10、4.1という数値を出していただいております

が、特にこの地域共生型の 2030年、1,000の市町村とやったり、どうなのかなと事前説明

のときには感じておりましたが、ご説明の中で、具体的には地方公共団体の実行計画、区

域政策編のところの策定の、現実の状況を踏まえてのことであるとか、所沢をモデルケー

スとすることについてのご検証の経過であるとか、ご説明いただきました。 

 特に、この辺りの検証について、ＰＤＣＡを具体的にどのように回していくのかという

ところが非常に重要かと思いますので、特にその中でのコストの検証でありますとか、実

際の成果の把握をどのようにしていくかといった辺りですね。その点を、各省庁間の調整

をとりながら、場合によりましては、農水省さん、国交省さんにおける定量的な数値目標

の策定というところも含めて、進めていただければと思っております。 

 小野委員のほうからもご指摘が若干ありましたけれども、やはり自然災害というところ

ですね。平地での適地の確保がだんだん難しくなっているといった中で、やはり適地の確

保、地域共生型といったところで、各省庁間の連携というのは必須になってくるのではな

いかと思っております。 

 自然災害、従前からたびたび議論されてきたところではありますけれども、分散型グリ
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ッドの推進であるとか、さまざまな文脈で議論されてきましたが、今回の例えば地域共生

型の改正、温対法に基づくゾーニングの在り方であるとか、その辺りについてもリンクし

てくるところではないかと認識しております。 

 高村委員からご指摘のありました、発想の転換といいますか、こういった手堅い積み上

げ、定量的な検証、各省庁のコミット的なところの検証というのは、もちろん不可欠であ

るけれども、データ、ＤＸの在り方とか、あるいは社会的な行動の変革であるとか、そう

いったところは発想を分けて議論することが良いのではないかという辺り、私も「なるほ

ど」と思って賛成しております。 

 その中で、地熱の法制というのは、若干時間軸を長期的に見つつやっていくべきところ

でございまして、今のエネ庁さんのほうから最後にご説明があったかと思いますけれど

も、その辺りの法制の在り方も含めて、連携をエネ庁さんとも取っていってほしいと思い

ました。私からは以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。では、続きまして秋元委員、お願いします。 

○秋元委員 

 ご説明ありがとうございました。全体として、具体的な数字の検討や具体的な対応につ

いて、ご検討いただいたことに、まず感謝申し上げたいと思います。 

 その上で、これまでも委員がご発言になり、そしてまた、ご回答もあって、だいぶ理解

が促進しました。ただ、ちょっと若干、環境省さんのご回答が、ちょっと途切れ途切れの

部分があって聞けなかった部分もあるので、もし重複していたら申し訳ございませんが、

少しコメントさせていただきたいと思います。 

 基本、環境省さんのところですが、大きく３つでございます。１つは、これまでも議論

があったんですが、３つ、今回ご提示いただいて、公共施設という部分と民間の部分と、

地域共生型ということでございますが、まず１つ、やっぱり確度がだいぶん違うような感

じを持って聞いていたというところでございます。逆に申し上げますと、政策的な責任を

どれぐらい持てるのかという角度が、多分環境省さんの中でだいぶん違うんじゃないかと

いう気がします。 

 私の、感覚からすると、公共施設のほうに関しては、比較的確度は高い可能性もある

と。ただ、これは予算的な裏付けとセットだと思って聞いていました。２番目は、地域共

生型の太陽光促進ということですが、これはＰＤＣＡを回していくということはおっしゃ

ったんですが、若干、具体的な支援の内容が弱いかなという感じを持って聞きました。ポ

ジティブゾーニングという話は前からおっしゃっていて、それがこれに当たるのかなと思

って聞いたわけですけれども、若干、公共施設に置いていくという部分に比べると、確度

が低いんじゃないかという気がしました。 

 最後、民間の部分ですけれども、これはいろいろ議論も聞いていた中で、やはり相当自

律的ということで、かなり民間に任せるということで、ある意味見通しというか希望とい
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ったような感じかなと思って聞いていたところでございます。しかも、恐らく経産省さん

の努力継続ケースの中に、相当内数として入っているんじゃないかという感覚もありまし

たので、かなりダブルカウントに近いものではないかという感じも持って聞いたところで

ございます。 

 そういう面からも、これまで議論があったように、どういったそれぞれのポテンシャル

が角度を持ったような数字なのか、もしくは、さらにそれに対するどういう政策的な責

任、どういった具体的な手段を考えられているのかというところを、もしもうちょっと補

足があるようでしたら、教えていただければと思います。それが１点目です。 

 ２点目も、既に議論がありましたけれども、陸上風力の部分で、アセス期間２年短縮と

いうお話があって、それで 1.2ギガということでございますが、ここは若干、風力発電協

会さんと意見が違っていたように思って聞きました。実質的に、本当に実質的な形で期間

を短縮できるのかどうかということに関して、今、環境省さんのお話では、既にできてい

るかのようにおっしゃっていて、それを強化すればいいかのようにおっしゃったような気

がしますが、風力発電協会さまのほうは、それだけでは不十分で、もっと根本的に対策を

取る必要があるんではないかとおっしゃったような気がします。 

 ちょっとこれは、小野委員もおっしゃったような気がしたんですが、もし２年短縮とい

うことであれば、ＦＩＴの認定の運転開始の期限としている８年、リードタイム８年で４

プラス４といったようなところも見直すということのほうが合理的だということでもある

ので、６年にするというのが、もし環境省さんの話が正しいんであれば、そういうことに

なってくると思いますが、その辺りも政策的にセットでやっぱり考えていく必要があるん

じゃないかと思います。 

 最後３点目でございますが、これも小野委員から若干ご指摘があったと思うんですけれ

ども、事務局の資料で、これまでの数字が 2,900億キロアットアワーで、今回、済むとす

ると、全体 20ギガワットあって、ただ、私の感覚だと、民間の部分の 10ギガワットは若

干怪しいかなという感じもあって。ただ一方、風力、もし積めるんであれば、１ギガちょ

っとというような感覚ですが、それを合わせると、3,100億キロワットアワーぐらいにな

るのかなという感覚を持っていますが、そうすると、発電電力量をどれぐらいで割るかに

よりますけれども、再エネ比率がですけれども、32～33％ぐらいというような数字が出て

くると思うんで、これに対して 46％という目標に対して、相当ギャップがあるような感じ

を持っています。もちろん、積み上げで全部積まないといけないということではなくて、

そもそも 46％という数字が、相当意欲的な数字だと思いますので、その辺り、ここの議論

ではなくて、事務局からご紹介があった、今度の基本政策分科会にそういった資料が全体

に出てくるんだと思いますが、相当やっぱりギャップがあるという認識のもとで、どうい

うふうにこの 46％減を考えていくのかというのは、大きな課題になるんではないかなと思

って聞いていたところでございます。 

 その辺りに関して、もし事務局からコメントがあれば、追加でお話しいただければ幸い
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です。以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。では、次、大石委員、お願いします。 

○大石委員 

 ○大石委員 

 大石です。すみません、今日は遅れて参加しましたので、もし既にお話が出ていれば重

複しますけれども、２点ほど質問と意見を述べさせていただきます。 

 まず、農水省さまに質問になります。農水省さまの説明の中の、10ページ、最後のほう

ですが、バイオマス発電関連の図表が出ております。ほかの委員からも、林野庁に関連し

た質問があったと思いますけれども、ここでのバイオマス発電による発電量について、数

字としてある程度見越せるものであれば、ぜひ数値を出していただければと思うのですが

いかがでしょうか。また、今、経産省で作成しておりますバイオマス発電の数値の中には

全く入っていないのかどうか、もし入れられるとしたらどのくらいの数値になるのかをぜ

ひ教えていただきたいのが１点です。 

 それから、もう１点。太陽光発電についてです。経産省さんが作成している４ページの

2030年の再エネ導入見通しのところで、今、さらなる検討が必要ということが、政策強化

のところに記載されています。これは、今後新たな太陽光の適地を探していくなどの政策

強化のことかと思うのですが、皆さまのお話も聞いていて、また、実生活で感じているこ

ととして、まずは足下の住宅や建物において、今付けられるものにはなるべく付ける、も

しくは、今付けているものを最終的に廃棄するのではなく、どう効率を上げて活かしてい

くのか、これらが、今後の太陽光の実質的な増加量として見込めるのではないかなと思っ

ております。 

 その点、国交省さんの説明にありました２ページの部分ですが、省エネ、再エネ拡大等

に関わるスマートな強じんな暮らしとまちづくりということで、住宅の省エネも含め、太

陽光などが設置できるような住宅、それから公共住宅の話が載っております。新築には必

ず太陽光パネルを付けなさい、ということまでは仮に難しいとしましても、仮に、付けた

い、付けようとしたときに対応できる建物であることが求められるので、省エネももちろ

んですけれども、そういう設計上の基本的な取り決めのようなものが必要ではないか、と

思いました。今後、太陽光の導入を促進していくうえでは必要ではないかと思いました。 

 環境省さんが８ページで示しておられる数字、この実現のためには、国交省さんのこの

ような取り組みがあって両方で初めて成り立つものだと思います。本日も、どこの省庁の

責任か、数字をそれぞれどこが出すのかという話が出ておりました。確かに数字の重複は

困りますが、やはりこれはどこの省庁ということではなく、お互いの枠を超えて協力し合

わないと、やはりなかなか実現しない数値であると思って。ぜひ、今後も経産省が中心と

なるのだと思いますが、環境省、国交省、それから農水省、林野庁も含めて、ぜひ密に連

携を取っていただいて、実質の再エネの導入拡大、導入量の把握というものをしっかり見
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ていただければありがたいと思いました。以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、次はオブザーバーの太陽光発電協会、増川さん。大変

お待たせしましたけれども、お願いいたします。増川さん、聞こえておられますか。 

○増川オブザーバー 

 聞こえていますでしょうか。 

○山地委員長 

 大丈夫です。お願いします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。太陽光発言協会の増川でございます。本日は、農林水産省さ

ま、国土交通省さま、それから環境省におかれまして、再エネの大量導入に向けて、大変

前向きな検討を進めていただき、また、ご丁寧にご説明いただき、心より感謝申し上げま

す。 

 太陽光発電協会といたしましては、３月に開催されました第 26回の当小委員会におき

まして、2030年までに 125ギガワットという、決して不可能ではないけれども、大変野

心的な目標を示させていただきました。この 2030年の排出削減目標、さらには 2050年の

カーボンニュートラル達成のためには、2030年に 125ギガワットというような数的目標

を達成することは不可欠であると思っている次第ではありますけれども、地域との共生、

それからコスト低減を含めて、目前の課題の多さに、太陽光発電協会としては身の引き締

まる思いでございます。 

 私のほうから、この２点のコメントがございますけれども、最初は資料２の農林水産省

さまのご報告についてであります。２ページに、荒廃農地を活用した、再エネの導入促進

のための規制の見直しについて、でお示しいただきましたとおり、規制の見直しを具体的

に進めていただき、大変ありがたく思っております。 

 一方、荒廃農地とはなっていないんですけれども、実際に何年も耕作されていないよう

な耕作放棄地、以前言われていた耕作放棄地の活用に関しましても、地域、それから農村

の活性化という観点を加えて、ぜひ検討の対象に加えていただければとは思っておりま

す。 

 続きまして、資料４の環境省さまの取り組みの方針につきまして、でございます。いろ

いろ導入の可能性をお示しいただけてありがたく思っております。特に 10ページにお示

しいただきましたように、民間企業における自家消費型太陽光の推進におきまして、2030

年度までに少なくとも 10ワットの導入を見込むとなっております。これは、事業者のク

オリティーが結局多いかなと思っている次第ではございますけれども、自家消費型に関し

ましては、整容な土地を必要としない需要場所、あるいは需要に近い場所の開発がある。

山林を切り開いての開発ではないので、比較的系統の制約を受けにくいこともありまし

て、これから優先して導入を進めるべき分野だと思っております。 



 46 

 この 10ギガワットの根拠につきましては、ポテンシャルを考えますと、決して不可能

な数字ではないと思っています。また、私どもの太陽光発電協会の野心的目標を参考にし

ていただいた点につきましては、大変ありがたく思っております。 

 一方、事業者の立場から見ますと、最近、カーボンニュートラルに向けての需要家のニ

ーズが高まっており、太陽光の設置に関する問い合わせ等が多くなっているのが事実では

ございますけれども、2030年までに 10ギガワットという、大変野心的な目標を実現する

のは、決して容易ではないと認識を持っております。 

 その理由でございますけれども、一つには、自家消費型と申しましても、例えば、需要

の少ない時間帯、系統に逆潮流が発生したり、それも一部ありますし、そういった場合

は、系統の空き容量が課題になることもございます。また、余剰電力に関しては、買取先

を自分で見つける、あるいは、ＦＩＴ制度、ＦＩＰ制度を活用が必要になることもござい

ます。もう一つは、先ほども事務局、清水課長からもお話があったと思いますけれども、

長い投資回収期間、それから、経済合理性の問題です。自家消費型では、補助金などの制

度的支援がなくて、今、導入されているケースも出始めております。 

○山地委員長 

 増川さん、終了時間が近くなっているんで、簡潔にお願いします。 

○増川オブザーバー 

 すみません、承知いたしました。一方で、現状のコストでいうと投資回収の 15年とか

20年以上かかるなんていうので、もう少しのところで経済性がなりづらい関係が多くござ

います。 

 したがいまして、補助金等の支援によって、自家消費モデルの導入が進みつつあるとい

うことも事実であります。需要家にとりましては、15年を超えるような投資回収期間や現

状の電力コストが高くなるようなことに関しては、なかなか受け入れられないというのが

現実です。 

 以上のことを踏まえまして、2030年までに 10ギガワットの自家消費モデルをするには

決して不可能ではなく、また、高村先生がご指摘されたように、やりようによっては、上

積みも不可能ではないと考えています。ただし、そのためには継続的かつ効果的な制度的

支援と環境整備は不可欠でございます。 

 私のほうからは以上でございますけれども、今後とも引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 チャットボックスを見ると、特にこれ以上のご発言のご希望はないようなので、この辺

りで今日のご発言のまとめとしたいと思いますけれども。今、最後のラウンドでのご発言

に対して、関係各省からのご対応をお願いしたいと思います。ただ、予定のお昼の時間を

挟んでの変則的な時間で３時間のやつでしたけど、暴騰ちょっと通信トラブルで遅くなっ

たとはいえ、予定の時間が近づいてきましたので、回答のほうもできるだけ簡潔にお願い
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したいと思います。順番は同じで、農水省さんからお願いします。 

○農林水産省（秋葉） 

 農水省です。簡潔にお答えいたします。大石委員のほうから、バイオマスの話がござい

ました。実は、非常に小規模な利用しているものとか、大きく数字が取れないところもあ

るんですけれども、実は、バイオマス発電については、大きく、これはＦＩＴの数字等々

を含めて、ＲＰＳ制度、それから、それに引き続くＦＩＴの設備容量を合わせると、現行

で 451万キロワット程度、今、稼働していると、451万キロワット程度動いているという

ことがあります。 

 それと、バイオマスの関係は、これから、バイオマスの関連法令があります。バイオマ

ス活用推進基本計画というのを、今後、今年度に見直していくという計画にしております

ので、この中でも、このエネルギー利用について、どのような目標が立てられるかという

ことを議論してまいります。 

 それから、増川委員のほうからお話がありましたけれども、ここは先ほど、われわれが

ご説明したものに加えて、例えば、営農型発電の要件緩和といったところも含めて、対応

していきたいと考えております。以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、国交省さん、お願いします。 

○国土交通省（松家様） 

 国土交通省でございます。大石委員のほうから、住宅建築物についての太陽光発電設備

の導入拡大というご指摘、高村先生からも同様にいただいていたところでございますけれ

ども、繰り返しになりますけれども、ＺＥＨ・ＺＥＢ、これの普及拡大を３省庁連携でさ

らに進めていくということを合わせまして、ご指摘いただいたような話で、例えばパネル

の後乗せであるとか、あるいはメンテナンス・交換に対する、新築時からそうしたものの

備えの在り方をどうふうに進めていくか、そういうのも検討しながら、そういう検討結果

を周知・普及させていくということも大事じゃないかということで、施策を検討している

ところでございます。以上でございます。 

○山地委員長 

 環境省さん、お願いします。 

○環境省（小笠原様） 

 環境省地球温暖化対策課長の小笠原でございます。先ほどから声が聞きにくくて申し訳

ありません。秋元委員から、企業の自家消費型太陽光の関係で、どんなことをするのかと

いうご質問をいただきました。９ページのところに書いてあるとおりでございますけれど

も、基本的には自家消費型太陽光、自律的な普及が進むよう後押しするということが基本

と考えておりますが、まだ、ビジネスモデルが確立していない等のために、支援が必要な

部分もございますので、現段階では、PPAモデルを確立するための補助事業というのを行

っているところでございます。 
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 それから９ページ、２つ目のポツに書いてありますとおり、脱炭素経営促進のための、

ＳＢＴ等の達成に向けたＧＨＧ排出削減計画策定ガイドブック等のガイドブックの策定。

それから、個社の目標設定、計画策定等の支援といった脱炭素経営促進策を環境省として

行っているものでございます。施策以外に、市場の中でＴＣＦＤ等の動きを踏まえて、企

業自身、脱炭素経営に取り組む流れ、大きなうねりができているということと、環境省の

みならず、経済産業省さんを中心として、トランジションファイナンスのための基本方針

の策定であるとか、さらには省エネ法の改正とかも検討されているところでおりまして、

環境省としての取り組みについては９ページでありますが、他省庁さんの取り組みも含め

て、こうした自家消費型の太陽光が進むものというふうに、われわれとしては考えており

ます。 

○環境省（坂口様） 

 加えまして、アセスのことについても少し補足をさせていただきます。風発協さんのほ

うから説明した期間との比較ということでございますけれども、今回、環境省が集計した

結果というのは、前倒し調査の手法が一般化された以降に各手続きを開始したものである

ことは確かでございます。これまで、アセスとか、その運用を巡りましては、手続きその

ものと並行して行われる別の手続きとか、事業計画の検討によって時間を要するというこ

とも指摘されているところでございます。ただ、現在のリードタイムは、法アセスのため

にＦＩＴ認定から追加で４年間のリードタイムが必要だといったことに対するものでござ

いまして、この部分につきまして、環境省としては、ここを２年間に短縮できるという認

識には変わりございません。 

 それから、全体として数量が既存の、これまでエネ庁さんのほうで推計されたものとの

重複が一定程度あるんではないかといったご指摘をいただいておりますけれども、われわ

れとしましては、特に先ほどの自家消費型太陽光、これも太陽光協会さんなどからヒアリ

ングをさせていただいたことも踏まえて、一定の追加性はあると認識しておりまして。も

ちろん統計の分からない部分などもありますので、若干の重複はあるかもしれませんが、

大筋、基本的には全て追加性があるものと理解しております。以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。事務局のほうから、何かご対応することはございます

か。 

○清水課長 

 事務局でございます。ちょっと時間の都合もございますので、大丈夫でございます。 

 

３．閉会 

 

○山地委員長 

 ありがとうございました。予定の時間を少しオーバーするというタイミングになりまし
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たけれども、今回も大変熱心なご議論をいただき、ありがとうございました。 

 少し振り返ってみたいと思います。本日の委員会は、国土交通省、農林水産省、環境省

さんから、2030年のさらなる再エネ導入見通しについてご説明いただき、それについて実

現に向けた具体的な施策があって、責任が明確化とか。示された追加導入量の推計は妥当

かとか、効果が重複していないかとか。あるいは定量化されているかとか、そういう観点

からさまざまに有益なご議論をいただいたと思います。 

 具体的な導入量を示されて、数値も幾つか出てきたわけですけれども、委員から各省の

取り組みの深掘りを評価する声はありましたけれども、一方で、例えば環境省さんの太陽

光は 20ギガワットぐらいの増分とか、あるいは、国交省さんですかね、空港での 2.3ギ

ガワットぐらいの風力とか、具体的な数値もあったんですけれども、いろいろ不確実なと

ころもある。それらを合計しても、どなたかがおっしゃいましたね。キロワットアワーに

すると 200とか 300億キロワットアワー程度の増分で、４月に冒頭にお説明があったけれ

ども、2,900いくつぐらいの億キロワットアワーぐらいの見通しがあって、それにどれぐ

らい積み上げられるかということだったんですけれども。3,000億を超えることは超えら

れそうだけれども、それほど大きくはないと。2030年、13年比温室効果ガス 46％削減に

はまだ不十分じゃないかという声もあったように思いました。 

 それから、やっぱり妥当性の検証ですね。今、説明いただいたことの。その辺りについ

ては、いろいろ課題も皆さんから指摘されたと私は理解しました。ということで、2030年

という時間軸の中で、再エネの導入拡大を目指していくという点では、非常に大きなチャ

レンジだということが改めて浮き彫りになったと考えております。近々、基本政策分科会

で報告する必要があると。小委員会からですね。ということなんで、事務局においては、

本日のヒアリングを踏まえて、議論の結果を整理して報告をお願いしたいと思います。 

 私からは以上でございますが、最後に次回の開催等について、事務局からお願いいたし

ます。 

○清水課長 

 事務局でございます。次回の委員会につきましては、日程が決まり次第、当省のホーム

ページでお知らせいたします。 

○山地委員長 

 それでは、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。お昼の時間を含めた３時

間にわたる長い時間、ご参加いただき、大変ありがとうございました。 

 


